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IT 人材需給に関する主な試算結果 

 

 

 

IT 人材需給に関する主な試算結果「－IT 人材需給に関する調査-」みずほ情報総研株式会

社 2019年 3月より 

 

資料１ 
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大学院（修士課程）入学者数 

 

 

大学院（修士課程）入学者数 

（「科学技術指標 2022」科学技術予測・政策基盤調査研究センター、2022年 8月） 
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工学系学部の大学院修士課程への進学率（試算） 

 

全国の工学系の学部学生の数と 4年次生の数（2021年度） 

設置者別 学部学生全体 内、4年次生数 

国立大学 120,987 35,930 

公立大学 23,294 6,165 

私立大学 237,273 59,370 

合計 381,554 101,465 

 

全国の工学系の大学院（修士課程）学生の数と工学系修士課程入学者数（2021年度） 

設置者別 大学院（修士課程）学生数 工学系修士課程入学者数 

国立大学 41,228 20,506 

公立大学 4,097 2,104 

私立大学 21,746 11,288 

合計 67,071 33,898 

 

全国の年齢別大学院修士課程入学者数（2021年度） 

全国の大学院修士課程入学者数*1 21歳以下から 23歳 24歳以上 

74,325 57,059 17,266 

*1すべての分野における大学院修士課程への入学者数 

 

大学院修士課程への大学卒業時期に大学院修士課程に入学したと想定される 21歳以下から

23 歳の大学院修士課程入学者と想定し、工学系の 4 年次学部学生の大学卒業後直ちに大学

院修士課程進学する割合については、以下の試算方法により試算を行った。 

 

33,898（工学系修士課程入学者数）×0.768 
＝ 0.257（25.7％）☆ 

101,465（工学系学部 4年次生） 

☆小数点第 4位四捨五入 

 

上記の試算により、工学系学部 4 年次生の大学院修士課程への進学率はおよそ 25.7％と予

測できる。 

 

※「修士課程」には，修士課程及び博士前期課程（医歯学，薬学，獣医学関係以外の一貫制

課程の 1・2年次の課程を含む。）の学生数、入学者が含まれる。 

● 資料の典拠は 2021年度学校基本調査である。 
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隣接する県における大学院の入学定員等 

 

隣接する県における大学院修課程士学生数（2021年度） 

県名 大学院修課程士学生数 

福井県 1,116名 

鳥取県 1,022名 

（2021年度学校基本調査より） 

 

隣接する県における設置された大学院修士課程数及び大学院修士課程入学定員（専門職大

学院を除く） 

県名 研究科を持つ大学数 研究科数 大学院修士課程入学定員 

福井県 6 9 384 

鳥取県 3 4 312 
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団体・機関名、役職 備考

1 舞鶴市長　多々見　良三 京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会

2 伊根町長　吉本　秀樹 京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会

3 福知山市長　大橋　一夫 京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会

4 綾部市長　山崎　善也 京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会

5 宮津市長　城﨑　雅文 京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会

6 京丹後市長　中山　泰 京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会

7 与謝野町長　山添　藤真 京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会

8 豊岡市長　関貫　久仁郎

9 丹波市長　林　時彦

10 朝来市長　藤岡　勇

福知山公立大学情報学部設置に関する要望書一覧

資料５
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福知山公立大学情報学部設置に関する要望書一覧（事業所・団体等）

団体・機関名、役職 住所

1 福知山商工会議所 京都府福知山市字中ノ27

2 福知山市商工会 京都府福知山市大江町河守398

3 宮津商工会議所 京都府宮津市字鶴賀2054-1

4 豊岡商工会議所 兵庫県豊岡市大磯町1-79

5 丹波市商工会 兵庫県丹波市氷上町成松140-7

6 京都北都信用金庫 京都府宮津市字鶴賀2054-1

7 但馬信用金庫 兵庫県豊岡市中央町17番8号

資料６
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情報学の深い学び

を得られる

課題設定力および

研究遂行力が身に

つく

コミュニケーショ

ン・プレゼンテー

ション力が身につ

く

幅広い学びが得ら

れる

情報技術に関する

幅広い知識が得ら

れる

プロジェクトの遂

行力が身につく

コミュニケーショ

ン・プレゼンテー

ション力が身につ

く

幅広い学びが得ら

れる

地域情報プロジェクト演習I 研・プロ 全教員 〇 ◎ 〇 〇 ◎ 〇

地域情報プロジェクト演習Ⅱ 研・プロ 全教員 〇 ◎ 〇 〇 ◎ 〇

地域情報学特別研究Ⅰ 研・プロ 全教員 ◎ 〇 〇

地域情報学特別研究Ⅱ 研・プロ 全教員 ◎ 〇 〇

地域情報プロジェクト実践Ⅰ 研・プロ 全教員 〇 ◎ 〇

地域情報プロジェクト実践Ⅱ 研・プロ 全教員 〇 ◎ 〇

インターンシップ 研・プロ 倉本 〇 〇 ◎ 〇 〇 ◎

離散数学特論 情報学 渡邉 ◎ 〇 〇

応用解析学特論 情報学 前田 ◎ 〇 〇

ハイブリッドダイナミカルシステム 情報学 森 ◎ 〇 〇

集積システム設計特論 情報学 畠中理 〇 ◎ ◎

IoTシステムハードウェア 情報学 衣川 〇 ◎ ◎

実証的ソフトウェア工学 情報学 眞鍋 〇 ◎ ◎

人間情報技術特論 情報学 倉本 〇 ◎ 〇 ◎ 〇

マルチモーダルインタラクション特論 情報学 黄 〇 ◎ ◎

計算知能特論 情報学 畠中利 ◎ 〇

環境情報技術特論 情報学 池野 ◎ 〇 〇 〇

医用画像解析特論 情報学 松山 ◎ 〇 〇 〇

時系列メディア論 情報学 橋田 ◎ 〇 〇 〇

地域情報学特別講義Ⅰ 文理融合 全教員 〇 ◎ ◎ ◎

地域情報学特別講義Ⅱ 文理融合 全教員 〇 ◎ ◎ ◎

感性情報データ処理特論 文理融合 崔 ◎ 〇 ◎ 〇

サービスエンジニアリング特論 文理融合 山本 ◎ 〇 〇 ◎ 〇 〇

ベンチャー・アントレプレナーシップ論 文理融合 亀井 〇 〇 ◎ 〇 〇 ◎

実践的社会調査法 文理融合 大門 ◎ 〇 ◎ 〇

地域医療情報システム論 文理融合 岡本 ◎ 〇 ◎ 〇

地域福祉政策論 社会科学 川島 ◎ 〇 ◎

公共ガバナンス論 社会科学 井上 ◎ 〇 ◎

経営学特論 社会科学 鄭 ◎ 〇 ◎

国際文化論 社会科学 渋谷 ○ ◎ ○ ◎

カリキュラムマップ

修士（情報学） 修士（学術）

科目名 科目区分 担当教員名

資料７
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研究指導体制図 
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カリキュラム編成の概念図 
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科目ナンバリング

◎課程区分

修士課程 M Master

◎学部・研究科区分

地域情報学研究科 R Region-Centric Informatics

◎学科・専攻区分

地域情報学専攻 R Region-Centric Informatics

◎科目区分

研究・プロジェクト科目 RP Research/Project

情報学科目 IN Information Science

文理融合科目 SI Social Informatics

社会科学系科目 SS Social Science

◎レベル

年次不問 0

基礎科目 1 学部1年次

導入科目 2 学部2年次

専門科目 3 学部3年次

総合科目（卒業研究関連） 4 学部4年次

大学院科目（修士） 5 大学院1・2年次

レベル分け困難 9

◎福知山公立大学大学院　科目ナンバリング基準

M　　R　　R　　５　　R　　P　　0　　0　　1　　0

学科区分
科目区分レベル

（難易度）

整理番号 自由区分課程区分

学部区分

資料１０
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科目ナンバリング

課程 学部・研究科 学科・専攻 区分 講義科目名

課
程
区
分

開
講
学
部

開
講
学
科

レ
ベ
ル

自
由
区
分

修士 地域情報学 地域情報学 研究・プロジェクト 地域情報プロジェクト演習Ⅰ M R R 5 R P 0 0 1 0

修士 地域情報学 地域情報学 研究・プロジェクト 地域情報プロジェクト演習Ⅱ M R R 5 R P 0 0 2 0

修士 地域情報学 地域情報学 研究・プロジェクト 地域情報学特別研究Ⅰ M R R 5 R P 0 0 3 0

修士 地域情報学 地域情報学 研究・プロジェクト 地域情報学特別研究Ⅱ M R R 5 R P 0 0 4 0

修士 地域情報学 地域情報学 研究・プロジェクト 地域情報プロジェクト実践Ⅰ M R R 5 R P 0 0 5 0

修士 地域情報学 地域情報学 研究・プロジェクト 地域情報プロジェクト実践Ⅱ M R R 5 R P 0 0 6 0

修士 地域情報学 地域情報学 研究・プロジェクト インターンシップ M R R 5 R P 0 0 7 0

修士 地域情報学 地域情報学 情報学 離散数学特論 M R R 5 I N 0 0 1 0

修士 地域情報学 地域情報学 情報学 応用解析学特論 M R R 5 I N 0 0 2 0

修士 地域情報学 地域情報学 情報学 ハイブリッドダイナミカルシステム M R R 5 I N 0 0 3 0

修士 地域情報学 地域情報学 情報学 集積システム設計特論 M R R 5 I N 0 0 4 0

修士 地域情報学 地域情報学 情報学 IoTシステムハードウェア M R R 5 I N 0 0 5 0

修士 地域情報学 地域情報学 情報学 実証的ソフトウェア工学 M R R 5 I N 0 0 6 0

修士 地域情報学 地域情報学 情報学 人間情報技術特論 M R R 5 I N 0 0 7 0

修士 地域情報学 地域情報学 情報学 マルチモーダルインタラクション特論 M R R 5 I N 0 0 8 0

修士 地域情報学 地域情報学 情報学 計算知能特論 M R R 5 I N 0 0 9 0

修士 地域情報学 地域情報学 情報学 環境情報技術特論 M R R 5 I N 0 1 0 0

修士 地域情報学 地域情報学 情報学 医用画像解析特論 M R R 5 I N 0 1 1 0

修士 地域情報学 地域情報学 情報学 時系列メディア論 M R R 5 I N 0 1 2 0

修士 地域情報学 地域情報学 文理融合 地域情報学特別講義Ⅰ M R R 5 S I 0 0 1 0

修士 地域情報学 地域情報学 文理融合 地域情報学特別講義Ⅱ M R R 5 S I 0 0 2 0

修士 地域情報学 地域情報学 文理融合 感性情報データ処理特論 M R R 5 S I 0 0 3 0

修士 地域情報学 地域情報学 文理融合 サービスエンジニアリング特論 M R R 5 S I 0 0 4 0

修士 地域情報学 地域情報学 文理融合 ベンチャー・アントレプレナーシップ論 M R R 5 S I 0 0 5 0

修士 地域情報学 地域情報学 文理融合 実践的社会調査法 M R R 5 S I 0 0 6 0

修士 地域情報学 地域情報学 文理融合 地域医療情報システム論 M R R 5 S I 0 0 7 0

修士 地域情報学 地域情報学 社会科学系 地域福祉政策論 M R R 5 S S 0 0 1 0

修士 地域情報学 地域情報学 社会科学系 公共ガバナンス論 M R R 5 S S 0 0 2 0

修士 地域情報学 地域情報学 社会科学系 経営学特論 M R R 5 S S 0 0 3 0

修士 地域情報学 地域情報学 社会科学系 国際文化論 M R R 5 S S 0 0 4 0

科
目
区
分

整
理
番
号
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福 祉 と ロ ボ ッ ト

地域福祉活動にAI・
ロボットを実践的に
導入することに関す
る研究、中山間地域
における遠隔ロボッ
トによる福祉活動の
実現、遠隔ロボット・
AIによる福祉活動/
プランニングに関す
る相談・支援などを
実現

教 育 の D X 化

タブレットなどの情
報機器を用いた学習
経過記録の利活用を
積極的に展開。福知
山市をはじめとした
北近畿地域の小中学
校教育を推進する活
動に参加し、アプリ
開発、ログを活用し
た学習分析を実施

公共・観光のスマート化

観光や防災、あるい
はMaaSなどの分野
における人流計測お
よび人流データの解
析を通じて、
地域特性に応じた
サービスの設計、実
装に通じる基礎デー
タ解析などを
実現

Ｉ Ｃ Ｔ に よ る 防 災

由良川流域に代表さ
れる河川域の大規模
浸水災害に対して、
ICTを活用した観測
網の構築をはかり、
地域特性に応じた災
害予測などに関する
技術を研究開発

AI・データサイエンス

科学的機序やデー
タサイエンスに基づ
くシステムの研究開
発、数理的手法を
現代社会における
諸問題の解決に適
用するための基礎
研究および応用研
究などを実施

研究・プロジェクトのテーマ例

資料１１

-大学の設置等の趣旨等を記載した書類（資料）-25-



 

 

福知山公立大学大学院履修規程（案） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、福知山公立大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第

18条第１項および第２項の規定に基づき、授業科目、履修方法等に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（修了要件及び授業科目） 

第２条 本大学院を修了するためには、大学院学則第20条に規定する要件を満たさな 

ければならない。 

２ 本大学院の授業科目は別表第１、修了要件は別表第２のとおりとする。 

（指導教員） 

第３条 学生の履修及び研究に関する指導は、研究指導教員１名及び研究指導補助教員

１名以上がこれにあたる。 

２ 必要と認められる場合、専攻長は所属する学生の指導教員を変更することができ

る。 

（履修計画等） 

第４条 学生は、指導教員の承認を得て、各学期に開講される科目について、年度当初

に学務担当が提示する期日までに履修登録をしなければならない。 

２ 履修登録に関し、公立大学法人福知山公立大学履修規程（以下「学部履修規程」と

いう。）第２条を準用する。 

（試験） 

第５条 試験については、公立大学法人福知山公立大学試験規程を準用する。 

（成績評価） 

第６条 成績評価の方法、基準およびＧＰＡについては、学部履修規程第６条、第７

条、第８条および第９条を準用する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、科目の履修に関しては、学部履修規程を準用す

る。 

 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

  

資料１２ 
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別表第１ 

地域情報学研究科 

（地域情報学専攻） 

科目 

区分 
授業科目 配当年次 

単位数 
備 考 

必修 選択 

研
究
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
科
目 

地域情報プロジェクト演習Ⅰ 

地域情報プロジェクト演習Ⅱ 

地域情報学特別研究Ⅰ＊ 

地域情報学特別研究Ⅱ＊ 

地域情報プロジェクト実践Ⅰ※ 

地域情報プロジェクト実践Ⅱ※ 

インターンシップ 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1・2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

6 

6 

2 

 

情 

報 

学 

科 
目 

離散数学特論 

応用解析学特論 

ハイブリッドダイナミカルシステム 

集積システム設計特論 

IoTシステムハードウェア 

実証的ソフトウェア工学 

人間情報技術特論 

マルチモーダルインタラクション特論 

計算知能特論 

環境情報技術特論 

医用画像解析特論 

時系列メディア論 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

文
理
融
合
科
目 

地域情報学特別講義Ⅰ 

地域情報学特別講義Ⅱ 

感性情報データ処理特論 

サービスエンジニアリング特論 

ベンチャー・アントレプレナーシップ論 

実践的社会調査法 

地域医療情報システム論 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

社
会
科
学
系
科
目 

地域福祉政策論 

公共ガバナンス論 

経営学特論 

国際文化論 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

 2 

2 

2 

2 
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別表第２ 

地域情報学研究科 

修了要件（地域情報学専攻） 

科目区分 必修 選択 合計 

（１）研究・プロジェクト科目 4単位 12単位 16単位 

（２）情報学科目 ― 6単位 6単位 

（３）文理融合科目 ― 4単位 4単位 

（４）社会科学系科目 ― ― ― 

上記科目区分（１）～（４）の中から自由に選択 4単位 

修了要件 単位数 30単位 

※情報学研究コースの学生は「地域情報学特別研究Ⅰ」「地域情報学特別研究Ⅱ」、

地域情報プロジェクトコースの学生は「地域情報プロジェクト実践Ⅰ」「地域情報プ

ロジェクト実践Ⅱ」をそれぞれ研究・プロジェクト科目より修得すること。 
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公立大学法人福知山公立大学研究倫理規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人福知山公立大学(以下「本学」という。) の学術

研究の信頼性と公正性を確保することを目的に、研究を遂行する上で求められる研

究者の行動及び態度の倫理的基準並びに本学が整備する措置等について必要な事項

を定める。 

（定義） 

第２条 研究者とは、専任および非常勤等の雇用形態にかかわらず、本学において

研究活動に従事する者をいう。 

２ 研究活動とは、研究計画の立案、計画の実施、成果の発表・評価にいたるすべ

ての過程における行為、決定およびそれに付随するすべての事項を含むものとす

る。 

３ 発表とは、自己の研究に係る新たな知見、または専門的な知見を公表するすべ

ての行為を含むものとする。 

４ 本学の学生について、研究活動に従事するときは、指導教員の指導のもと本規

定を準用するものとする。 

（研究の基本） 

第３条 研究者は、国際的規範、規約及び条約等と共に、国の法令及び告示等並び

に本学の定める関係規程等を遵守しなければならない。 

（研究者の姿勢） 

第４条 研究者は、生命の尊厳及び基本的人権を尊重しなければならない。 

２ 研究者は、研究活動を行うにあたって、当該研究活動の対象となる国内外の地

域及び組織等の文化、慣習及び社会的制度の理解に努めなければならない。 

３ 研究者は、共同研究者が対等なパートナーであることを理解し、相互の学問的

自立性を尊重しなければならない。 

４ 研究者は、研究協力者及び研究支援者に対し、感謝と誠意をもって接しなけれ

ばならない。 

５ 研究者は、研究活動を行うにあたって、不正な行為は行わず、また不正な行為

に対して加担しまたは黙認してはならない。 

６ 研究者は、学生が研究活動に関わるときは、学生が不利益を被らないよう十分

な配慮をしなければならない。 

（情報、データ等の収集） 

第５条 研究者は、合理的かつ客観的に妥当と認められる方法及び手段により、研

究のための資料、情報及びデータ等を収集しなければならない。 

２ 研究者が、研究のために資料、情報及びデータ等を収集する場合は、その目的

資料１３ 
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に必要と認められる範囲の情報等を収集しなければならない。 

（ヒトを対象とする研究倫理審査） 

第６条 研究者は、ヒトを対象にする研究を行う場合、事前に「公立大学法人福知

山公立大学ヒトを対象とする研究倫理審査規程」による審査を申請し、研究の許可

を得なくてはならない。「ヒトを対象とする研究」の定義は、同規定で定める。 

（インフォームド・コンセント） 

第７条 研究者が、人の行動、環境並びに心身等に関する個人情報及びデータ等の

提供を受けて研究を行う場合は、提供者に対してその目的及び収集方法等について

分かりやすく説明し、提供者の明確な同意を得なければならない。 

２ 組織又は団体等から、当該組織又は団体等に関する資料、情報及びデータ等の

提供を受ける場合も前項に準ずるものとする。 

（個人情報の保護） 

第８条 研究者は、研究に関わる個入情報については、「公立大学法人福知山公立

大学個人情報保護規程」に従い、適正に取り扱わなければならない。 

２ 研究者は、研究のために収集した資料、情報及びデータ等で、個人を特定でき

るものを、本人の同意なしに他に洩らしてはならない。 

３ 研究者は、個人情報の取り扱いに関する苦情等が生じた場合には誠実に対応す

るとともに、人権・倫理委員会に報告しなければならない。 

（情報、データ等の利用及び管理） 

第９条 研究者は、研究のために収集又は生成した資料、情報及びデータ等の滅

失、漏洩及び改ざん等を防ぐためにあらかじめ定められた措置を講じなければなら

ない。 

２ 研究者は、研究のために収集又は生成した資料、情報及びデータ等をあらかじ

め定められた期間保存しなければならない。ただし、関連する法令又は本学の関係

規程等に保存期間の定めのある場合は、それらに従うものとする。 

（研究成果の発表） 

第10条 研究者は、研究の成果を、広く社会に還元するために公表しなければなら

ない。ただし、知的財産権等の取得及びその他合理的理由のため公表に制約のある

場合は、その合理的期間内は公表しないことができる。 

（不正行為の禁止） 

第11条 研究者は、研究活動における不正な行為は、大学及び研究者に対する社会

の信頼を喪失する行為であることを自覚し、厳に慎まなければならない。 

２ 研究者は、研究成果の発表に際し、先行研究を精査して先行研究との関係を明

確にするとともに、知的財産の侵害にあたる取扱いをしてはならない。 

３ 研究成果の発表における不適切な引用、引用の不備、誇大な表現、都合のよい

誤解をさせる表現等は、盗用等の不正行為とみなされる恐れがあるため、研究者
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は、適切な引用、誤解のない完全な引用を行うことに真撃に努め、論文で的確に表

現をしなければならない。 

（研究費の取扱い） 

第12条 研究者は、研究費を適正かつ効果的に使用しなければならない。 

２ 研究者は、交付された研究費を当該研究に必要な経費のみに使用しなければな

らない。 

３ 研究者は、研究費の使用に当たっては、関連する法令、当該研究費の使用ルー

ル及び本学の関係規程等を遵守しなければならない。 

（利益相反） 

第13条 研究者が行う研究活動は、利益相反を引き起こすものであってはならな

い。 

２ 研究者は、利益相反を避けるために本学の関係規程等を遵守し、本学と本学の

教職員及び学生の社会的信用及び名誉を保持しなければならない。 

（大学としての研究不正の防止等） 

第14条 本学は、研究活動に関わる不正行為を防止することを目的として、必要な

措置を講じる。 

２ 本学は、研究費の不正使用を防止することを目的として、必要な措置を講じ

る。 

３ 研究活動等に不適切な行為が認められた場合は、速やかに原因の究明と適切な

措置を講じ、研究機関としての説明責任を果たす。 

（研究倫理に関する研修計画等） 

第15条 研究者の研究倫理に対する理解を深め不正行為を防止するために、研究倫

理に関する研修の計画を策定し、継続的に実施する。 

（相談等への対応） 

第16条 本学は、研究倫理に関する学内外からの苦情、相談及び告発等に対して、

適切に対応するための措置等を整備する。 

（委任） 

第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は別に定

める。 

（規程の改廃） 

第18条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。 

  

附 則 

この規程は、平成28年11月24日から施行する。 
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福知山公立大学ヒトを対象とする研究倫理審査規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、福知山公立大学（以下「本学」という。）において、ヒトを

対象とする研究における、研究計画の科学的正当性及び倫理的妥当性の審査に必要

な事項を定める。 

（定義） 

第２条 「ヒト」とは生物としてのヒトをいう。 

２ 「ヒトを対象とする研究」とは、ヒトに関連するすべての専門的知見を形成す

るための調査および実験をいい、個人または集団を対象に、その行動、心身もしく

は環境等に関する情報を収集し、またはデータ等を採取する作業を含む。 

（ヒトを対象とする研究倫理審査委員会の設置） 

第３条 前条に規定する審査を行うため、本学にヒトを対象とする研究倫理審査委

員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（委員会の組織） 

第４条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（１）学部長 

（２）学科長  

（３）学部長又は学科長が指名する各学部学科の教員 

（４）学部長又は学科長が指名する職員 

（５）その他、学長の判断により指名するもの 

２ 委員は男女両性で構成する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は申請者の所属する学部長をもってあてる。 

３ 副委員長は、第４条第１項各号の委員のうち、委員長が指名する者をもってあ

てる。 

４ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 

（議事） 

第７条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数をもって成立する。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の

資料１４ 
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決するところによる。 

４ 委員長及び委員は、自己に関する事項については、審議に加わることができな

い。 

５ 委員長は、委員会での審議結果等について、学長に報告するものとする。 

（意見の聴取） 

第８条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことが出来る。 

（申請） 

第９条 審査を必要とする研究実施責任者（以下「申請者」という。）は、ヒトを

対象とする研究倫理審査申請書（様式第１号）及び研究計画書（様式第２号）を学

長に提出しなければならない。 

（審査の手続き） 

第10条 学長は、前条の申請があったときは、速やかに委員会に諮るものとする。 

２ 委員会は、研究計画の科学的正当性及び倫理的妥当性について審査し、判定を

行うものとする。ただし、第12条に定める場合においては、この限りでない。 

３ 委員長は、審査終了後、速やかにヒトを対象とする研究倫理審査結果報告書

（様式第３号）を学長に提出しなければならない。 

４ 学長は、前項の報告により判定を行い、ヒトを対象とする研究倫理審査結果通

知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（再審査） 

第11条 申請者は、審査の結果に異議があるときは、ヒトを対象とする研究倫理審

査結果異議申立書（様式第５号）により再審査を求めることができる。 

２ 前項の異議申立ては、前条第4項の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内

にしなければならない。 

３ 学長は、第１項のヒトを対象とする研究倫理審査結果異議申立書を受理したと

きは、速やかに委員会に諮るものとする。 

４ 委員会は、当該異議申立てについて審査し、判定を行う。 

５ 委員長は、審査終了後、速やかにヒトを対象とする研究倫理審査結果報告書を

学長に提出しなければならない。 

６ 学長は、前項の報告により判定を行い、ヒトを対象とする研究倫理審査結果通

知書により申請者に通知するものとする。 

（迅速審査） 

第12条 委員長は、次の各号のいずれかに該当する事項について、あらかじめ委員

長が指名した委員による審査（以下「迅速審査」という。）を行うことができる。

迅速審査の結果は委員会の意見として取り扱うものとする。 

（１）他の研究機関と共同して実施される研究であって、既に当該研究の全体につ

-大学の設置等の趣旨等を記載した書類（資料）-33-



 

いて共同研究機関において研究倫理の審査を受け、その実施について適当である旨

の意見を得ている場合の審査 

（２）研究計画書の以下の事項に関する軽微な変更による場合の審査 

ア 研究者等の追加・削除 

イ 研究者等の所属・資格の変更 

ウ 研究者代表者・個人情報管理者の変更 

エ 一定範囲での研究実施場所の追加･削除 

オ 承認済研究計画の実施期間を延長する場合で以下の条件をすべて満たしている

場合の変更 

（ア）承認日より３年を超えない範囲での延長であること 

（イ）有害事象が発生しておらず、新たなリスクが発生しないこと 

カ 研究計画の本質とは異なる文言の修正 

２ 前項で指名された委員は、審査結果を委員会に報告しなければならない。 

（審査の特例） 

第13条 学長は、緊急に審査を行う必要性があり、かつ、研究計画の科学的正当性

及び倫理的妥当性が明白な場合、委員長と協議の上、委員会の審査を経ずに判定を

行うことができる。 

２ 学長は、前項の判定を行った場合、委員会に報告しなければならない。 

（研究の終了報告） 

第14条 申請者は、当該研究終了後速やかに、学長に研究終了報告書（様式第6号）

を提出する。 

２ 学長は、研究終了報告書の内容に疑義が生じた場合は、委員会に調査を求める

ことができる。 

３ 委員会は、前項の場合において、研究終了報告書について調査を行い、調査結

果を学長に報告するとともに、当該研究に改善すべき事項があるときは、必要な指

導又は勧告を行わなければならない。 

（庶務） 

第15条 委員会に関する事務は、事務局総務・財務グループにおいて行う。 

（委任） 

第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関して必要な事項は、学

長が別に定める。 

（改廃） 

第17条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。 

  

附 則 

この規程は、平成28年11月24日から施行する。 
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附 則   

この規程は、令和２年６月26日から施行する。  

附 則   

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

  

様式第１号（第９条、第12条関係） ヒトを対象とする研究倫理審査申請書 

様式第２号（第９条、第12条関係） 研究計画書 

様式第３号（第10条、第12条、第13条関係） ヒトを対象とする研究倫理審査結果

報告書  

様式第４号（第10条、第12条、第13条関係） ヒトを対象とする研究倫理審査結果

通知書  

様式第５号（第11条関係） ヒトを対象とする研究倫理審査結果異議申立書  

様式第６号（第14条関係） 研究終了報告書  
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様式第１号（第 9条、第 12条関係） 

 

ヒトを対象とする研究倫理審査申請書 

 

   年   月   日 

福知山公立大学 

学長  

所 属：             

職 名：             

申請者：           ㊞ 

下記の研究計画について審査申請を行います。 

 

記 

１  研究課題名  

２  審査区分 
□新規    □継続 

□変更（注：変更の勧告を受けて再度申請する場合） 

３  研究資金 □学内研究費   (□個人研究費 □研究活性化助成金) 

□外部研究資金  (□公的資金 □公的資金以外の外部資金) 

※外部研究資金の場合はその種類、名称等を記載すること。

［                             ］ 

４  研究期間    年   月   日 ～      年   月   日 

５  分担者 所属  職名・氏名  

６  添付書類 

□研究計画書          □研究対象者への説明文書 

□研究対象者から受ける同意書  □調査票等 

□利害関係に関する自己申告書    □外部資金申請書・内定書など 

（注）研究計画書を作成するにあたり、変更や継続の場合は変更点、新規の箇所について下

線を付すとともに、変更や継続の理由を記載すること。 
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様式第２号（第 9、第 12条関係） 

 

研  究  計  画  書 

１  研究の目的

と意義 

（具体的に記載すること。別紙提出も可） 

 

 

 

２ 研究方法 （具体的に記載すること。別紙提出も可） 

 

 

 

３  研究対象者

及び個人から

収集する情報・

データ等につ

いて 

※1、2、3 

① 研究対象者 □成人 

□本学学生      対象者数   名 

□その他（     ）対象者数   名 

□未成年者 

□本学学生      対象者数   名 

□高校生       対象者数   名 

□中学生       対象者数   名 

□小学生       対象者数   名 

□その他（     ）対象者数   名 

□未定 

② 対象者の選出基

準・募集方法等 

 

 

 

 

③ 対象者への依

頼・説明方法 

(インフォームド

コンセント) 

※説明文・同意書を添付すること。 

 

 

 

④ 個人情報、デー

タ等の収集・採取

方法 

※調査票等を添付すること。 
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⑤ (研究実施場所が

学外の場合) 

施設責任者等へ

の研究協力の依

頼方法 

a.実施場所 

 

 

b.依頼の方法  ※依頼文（案）があれば添付すること 

 

 

 

⑥ 収集する個人情

報の有無及び個人

情報の匿名化の方

法 

a.個人情報の有無    □有    □無 

b.□匿名化する 

（匿名化の方法               ） 

□匿名化しない 

（理由                   ） 

⑦ 研究対象者に与

える危険や不利益

等の可能性 

a.不可避的な侵襲（採血や運動など）□有    □無 

b.（a.が有の場合）具体的な方法 

 

c.不利益等が発生する可能性    □有    □無 

d.（c.が有の場合）発生した場合の対応 

 

⑧ 研究対象者との

利害関係の状況

（過去１年以内） 

□有    □無 

（別紙「利害関係に関する自己申告書」を提出すること。） 

⑨ 収集した個人情

報の保管方法及び

廃棄の方法 

 

 

 

４  研究成果の

公開方法 

  

 

 

５  その他特記

事項 

  

 

 

※１ 研究方法等において講じる対策や措置について説明すること。(別添可) 

※２ 目的、意義、研究方法、研究対象者など。研究計画の変更の場合はその変更について説明すること。(別添可) 

※３ 変更及び継続の場合は、変更となる項目を朱字にて記載すること。 
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様式第２号別紙 

 

利害関係に関する自己申告書 

 

   年   月   日 

福知山公立大学 

学長 

所 属：             

職 名：             

申請者：           ㊞ 

 

研究対象と直接関連が想定できる、もしくは外部からその利害関係が指摘される可能性

がある企業・団体等に関し、過去１年以内での当該研究計画に関係する状況を報告します。 

 
該当の状況 

（該当有の場合） 

企業・団体等の名称 金額・内容等 

①役員、顧問職等の就任 □有 □無 
 円 

②株式・新株予約権等の取得・保有・売

却、出資等 
□有 □無 

  

③知的財産権（特許・著作権等）による

収入 
□有 □無 

  

④会議の出席（発表）等に対する日

当・出席料・講演料等 
□有 □無 

  

⑤パンフレットなどの執筆に対して支

払われた原稿料 
□有 □無 

  

⑥外部研究資金（受託研究・共同研究・

寄附金等）の受入れ 
□有 □無 

  

⑦無償で機材借用・役務提供を受けた、

又は物品等の提供を受けた 
□有 □無 

  

⑧その他（報酬など） □有 □無 
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様式第３号（第 10条、第 11条、第 13条関係） 

 

ヒトを対象とする研究倫理審査結果報告書 

 

   年   月   日 

福知山公立大学 

学長 

ヒトを対象とする研究倫理審査委員会 

委員長                         ㊞ 

 

 

研究課題名                                                          

申 請 者    所属                職名          氏名                

 

このことについて、平成  年  月  日開催のヒトを対象とする研究倫理審査委員会に

おいて審査を行い、下記のとおり判定をとりまとめましたので、ここに報告します。 

 

 

記 

１ 審査区分 
□ 新規    □ 継続    □ 変更    □ 不服申立 

□ その他（          ） 

２ 研究予定期間  審査結果通知書交付日  ～       年   月   日 

３ 判  定 
□ 承認      □ 条件付承認    □ 変更の勧告 

□ 不承認    □ 非該当 

４ 判定の内容 

及び理由 

 

 

 

 

（注）ヒトを対象とする研究倫理審査委員会委員長氏名欄については、本人の署名若しくは記名押印とする。  
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様式第４号（第 10条、第 12条、第 13条関係） 

 

ヒトを対象とする研究倫理審査結果通知書 

 

   年   月   日 

 

申請者                  様 

福知山公立大学 

学長         ㊞ 

 

 

研究課題名                                                    

 

 

さきに申請のあった上記研究課題について、     年   月   日開催のヒトを対

象とする研究倫理審査委員会に諮り、下記のとおり判定したので通知します。 

 

 

記 

１ 審査区分 
□ 新規  □ 継続  □ 変更  □ 不服申立  

□ その他（                           ） 

２ 研究予定期間    年   月   日 ～      年   月   日 

３ 判 定 
□ 承認       □ 条件付承認    □ 変更の勧告      

□ 不承認     □ 非該当 

４ 判定の内容 

及び理由 
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様式第５号（第 11条関係） 

 

ヒトを対象とする研究倫理審査結果異議申立書 

 

   年   月   日 

福知山公立大学 

学長 

所 属：             

職 名：             

申請者：           ㊞ 

 

審査の結果に異議がありますので、ヒトを対象とする研究倫理審査規程第 10条の規定に

基づき下記のとおり異議を申立てます。 

記 

１ 審査結果の判定 □変更の勧告    □不承認   □条件付承認 

２ 審査結果判定日    年   月   日 

３ 研究課題名  

４ 申立ての内容 

及び理由 
 

※申立ての根拠となる追加資料があれば添付すること。  
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様式第６号（第 14条関係） 

 

研    究    終    了    報    告    書 

 

   年   月   日 

福知山公立大学 

学長 

所 属：             

職 名：             

申請者：           ㊞ 

 

   年   月   日付で承認された下記の研究は、研究倫理上の問題が生じる

ことなく終了したことを報告します。 

 

記 

１ 研究課題名  

２ 分担者  

３ 研究期間  

４ 研究結果要旨 

（具体的に記載すること。別紙提出も可） 

 

 

 

 

 

５ 審査結果通知書に

記載された条件への

対応（条件付承認のみ

記載） 
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文理融合科目
・実践的社会調査法
・サービスエンジニアリング特論
・ベンチャーアントレプレナーシップ論

情報学系科目
・実証的ソフトウェア工学
・人間情報技術特論

修士論文
修士（情報学）

社会科学系科目
・国際文化論
・経営学特論

研究指導科目専門科目

リメディアル（情報学部科目）
（利用する技術を理解するための学部科目）

情報学部の専門科目の「アルゴリズム論」や「情報システム」などの履修により、基礎的な事項の理解
を確かなものとするよう指導する。

履修モデル説明図 地域DX分野の履修モデル（修士（学術））

― 観光DX人材育成におけるプロジェクト活動の例 ―
主に非情報系学部出身者が情報技術を利活用し、地域のDX化を推進するプロジェクト活動を通じた研究指導を受け、そのプロジェクト報告書に
より修士（学術）の取得を目指す場合

講義における学びのポイント：
地域の特性や文化が理解できるとともに、経営的視点で対象の社会システムをとらえることができる。
導入する技術やシステムの特性を把握し、提供のあり方を考え、その仕様と範囲を適切に定めることができる。
その効果の質的または量的なエビデンスに基づく評価ができる。

アドバイザーの指導：京都府北部のDMOおよび自治体の担当者からの
助言のほか、実証のためのフィールドが提供される。
さらに、地域経営学部の観光交流系の教員からの助言が期待できる。

研究指導：サービス工学やマーケティング分野の教員からの指導

資料１５
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文理融合科目
・実践的社会調査法
・感性情報データ処理特論
・サービスエンジニアリング特論

情報学系科目
・人間情報技術特論
・集積システム設計特論
・時系列メディア論

修士論文
修士（情報学）

社会科学系科目
・地域福祉政策論

研究指導科目専門科目

リメディアル（情報学部科目）
（利用する技術を理解するための学部科目）

情報学部の専門科目の「アルゴリズム論」や「ヒューマンインターフェース」などの履修により、基礎的
な事項の理解を確かなものとするよう指導する。

履修モデル説明図 社会福祉分野の履修モデル（修士（学術））

ー ロボット／人工知能を活用した介護支援を例にした履修モデル ー
主に非情報系学部出身者が福祉や介護などの場において、情報技術の利活用し、人手不足の解消や生活の質向上につなげるプロジェクト活動を推
進し、その活動を通じた研究指導により、プロジェクト報告書をまとめ修士（学術）の取得を目指す場合。

アドバイザーの指導：自治体担当者、地域の福祉団体の職員から助言を
得ることができるほか、実証のためのフィールドが提供され、インター
ンシップを通じて情報技術により解決すべき課題を体験的に学ぶ機会
も得られる

研究指導：インタラクティブシステム分野の教員および、地域福祉分野
の教員からの指導

講義における学びのポイント：
社会福祉の各論を理解し、地域の特性に応じた課題の把握ができる
人と情報技術の関係を理解し、介護受益者に応じたロボット/人工知能の導入を適切に計画ができる
導入した技術の効果を質的または量的な調査によって評価することができる
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文理融合科目
・実践的社会調査法
・地域情報学特別講義 I、 II 

情報学系科目
・離散数学特論
・応用解析学特論
・ハイブリッドダイナミカルシステム
・IoTシステムハードウェア

修士論文
修士（情報学）

社会科学系科目
・公共ガバナンス論

研究指導科目専門科目

アドバイザーの指導：本学地域防災研究センター所属の特任教員、地域
経営学部の防災分野の教員のほか、福知山市危機管理室の職員をはじ
めとする自治体の防災担当から助言を得ることができる。

ー 由良川支流の流域における内水被害に対するタイムライン策定支援 ー
主に非情報系学部出身者が情報技術を利活用する地域防災・減災のための地域活動支援に取り組むプロジェクト活動を通じて研究指導を受け、プ
ロジェクト報告書により修士（学術）の取得を目指す場合。

履修モデル説明図 防災分野の履修モデル（修士（学術））

リメディアル（情報学部科目）
（利用する技術を理解するための学部科目）

情報学部の専門科目の「計算機アーキテクチャ」や「論理回路」などの履修により、基礎的な事項の理
解を確かなものとするよう指導する。

講義における学びのポイント：
計測および計測値の通信に使われる技術を理解し、自然現象をデータとして把握するプロセスが理解できる
雨量と河川水位との関係を数値的に把握するため、数理モデルに基づく検討ができる
自然災害や気象警報に対する住民の意識の調査と調査結果を計画に反映することが検討できる

研究指導：データサイエンス分野の教員からおよび、IoTシステムやネッ
トワーク技術の分野の教員からの指導
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文理融合科目
・地域情報学特別講義 I、 II 

情報学系科目
・離散数学特論
・ハイブリッドダイナミカルシステム
・IoTシステムハードウェア
・集積システム設計特論

修士論文
修士（情報学）

社会科学系科目
・公共ガバナンス論

ICT系
データサイエンス系

研究指導科目専門科目

ー 内水被害対策における雨量および河川水位観測システムに関する研究 ー
地域防災・減災に取り組むプロジェクトにおいて、局地的な雨量と水位などのセンシングシステムを構築し、収集したデータに基いて避難情報を発
出するための浸水予測システムを研究し、新規または有用なシステム構築法を関する修士論文をまとめ修士（情報学）の取得を目指す場合。

履修モデル説明図 防災分野の履修モデル（修士（情報学））

アドバイザーの指導：本学地域防災研究センター所属の特任教員、地域
経営学部の防災分野の教員のほか、福知山市危機管理室の職員をはじ
めとする自治体の防災担当から助言を得ることができる。

研究指導：集積システムおよびIoTシステムの設計分野の教員からの指
導を受けるほか、データサイエンスあるいは数理モデル分野の教員によ
る助言が期待できる。

講義における学びのポイント：
計測および計測値の通信に使われる技術を理解し、自然現象をデータとして把握するプロセスが理解できる
雨量や河川水位などの物理量を計測するシステムとその実装のための設計法が理解できる
開発したシステムの有用性をフィールドで検証するとともに、データに基づく減災支援について検討できる
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文理融合科目
・地域医療情報システム論
・地域情報学特別講義 I、 II 

情報学系科目
・人間情報技術特論
・医用画像処理特論
・環境情報技術特論
・離散数学特論

修士論文
修士（情報学）

社会科学系科目

ICT系
人間・社会情報系

研究指導科目専門科目

ー 特定の疾患の早期診断のためのAIを用いた画像診断システムの開発 ー
情報技術、とくにAIや機械学習を利活用した診断支援システムの構築に関する学術研究を行い、その内容を修士論文にまとめることで、修士（情
報学）の取得を目指す場合。

履修モデル説明図 医療分野の履修モデル（修士（情報学））

研究指導：医工学を専門とする指導教員による指導およびデータサイエ
ンスや数理最適化などを専門とする教員による指導補助が期待できる

アドバイザーの指導；地域医療における課題を学ぶため、公衆衛生を専
門とする教員からの助言やサポートに加え、自治体の健康医療担当部局
との連携により、将来的な実践的な展開も期待できる。

講義における学びのポイント：
地域社会における医療における諸課題が把握でき、診断にAIなどの技術による支援が必要な点を理解する
人と情報技術の関係を理解し、目的に対して適切に導入する技術やシステムの計画ができる
特定の疾患に関する画像診断法の到達点を把握し、発展の方向性が理解できる
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文理融合科目
・地域情報学特別講義 I、 II 

情報学系科目
・ハイブリッドダイナミカルシステム
・離散数学特論
・マルチモーダルインタラクション特論
・計算知能特論

修士論文
修士（情報学）

社会科学系科目
・経営学特論

データサイエンス系
人間・社会情報系

研究指導科目専門科目

ー 地域の産業における多品種生産計画のための最適化法の研究 ー
数理基盤分野において、地域の諸課題を、数理科学やデータサイエンスの立場から俯瞰的に問題を把握し、多品種の生産計画問題の定式化とその
解法の探究およびシミュレーションを通じて、この課題解決のための手法を研究し、修士論文をまとめることで、修士（情報学）の取得を目指す場合。

履修モデル説明図 数理基盤分野の履修モデル（修士（情報学））

講義における学びのポイント：
生産システムにおけるスケジューリング問題などを数学的に定式化し、その解法の考察ができる
生産ラインなどのシステムのモデル化ができ、そのシミュレーションを実装し、実システムの理解を深めることができる
解法をアルゴリズムとして構築し、その実装と性能の評価ができる

研究指導：データサイエンスもしくは数理最適化を専門とする教員に
よる指導および指導補助が期待できる

アドバイザーの指導；地域の産業界との協働により理論と実践の融
合を目指し、企業の担当者がアドバイザーとして参画することがで
きる
本学の数理・データサイエンスセンターが専門的な見地から、研究活
動を支援する
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文理融合科目
・地域情報学特別講義 I、 II 

情報学系科目
・離散数学特論
・ハイブリッドダイナミカルシステム
・環境情報技術特論
・計算知能特論

修士論文
修士（情報学）

社会科学系科目
・国際文化論

ー 画像計測による昆虫の生態把握に関する研究 ー
地方における環境保全の課題は、複雑な様相を示しており、さまざまなデータを集め、実態を把握し、対策へ反映することが必要である。こういっ
た分野におけるデータサイエンス人材を目指し、環境計測なかでも、森林や昆虫類の生態を計測する手法を研究し、修士論文をまとめることで、修
士（情報学）の取得を目指す場合。

講義における学びのポイント：
自然環境におけるデータ計測技術およびデータ処理技術について理解し、、画像による計測システムが理解できる
機械学習による取得画像の処理ができ、実用にむけたアルゴリズム構築ができる
環境保全や生態系保全の文化的な価値を理解し、その社会的意義を学ぶ

研究指導：生物情報学を専門とする教員による指導に加え、データ
サイエンスや機械学習を専門とする教員による助言が期待できる

アドバイザーの指導；フィールド調査など、地域社会との密な連携が
必要とされ、さまざまな実践の場が提供される

履修モデル説明図 実世界データサイエンス分野の履修モデル（修士（情報学））

データサイエンス系

研究指導科目専門科目
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期 授業科目 年次 教員名 期 授業科目 年次 教員名 期 授業科目 年次 教員名 期 授業科目 年次 教員名 期 授業科目 年次 教員名

前 前 感性情報データ処理特論 1・2 崔 前 前 IoTシステムハードウェア 1・2 衣川 前

後 環境情報技術特論 1・2 池野 後 後 医用画像解析特論 1・2 松山 後 後

前 ベンチャー・アントレプレナーシップ論 1・2 亀井 前 前 サービスエンジニアリング特論 1・2 山本 前 前 ハイブリッドダイナミカルシステム 1・2 森

後 後 後 時系列メディア論 1・2 橋田 後 経営学特論 1・2 鄭 後

前 前 前 地域情報学特別講義Ⅰ 1・2 前 前

後 後 国際文化論 1・2 渋谷 後 地域情報学特別講義Ⅱ 1・2 後 集積システム設計特論 1・2 畠中理 後

前 実践的社会調査法 1・2 大門 前 公共ガバナンス論 1・2 井上 前 離散数学特論 1・2 渡邉 前 前

後 実証的ソフトウェア工学 1・2 眞鍋 後 後 応用解析学特論 1・2 前田 後 計算知能特論 1・2 畠中利 後

前 前 人間情報技術特論 1・2 倉本 前 前 前

後 後 地域医療情報システム論 1・2 岡本 後 マルチモーダルインタラクション特論 1・2 黄 後 地域福祉政策論 1・2 川島 後

◆プロジェクト・演習科目（開講時限・授業教室・実施方法は各教員の指示に従ってください）

期 授業科目 年次

前 地域情報プロジェクト演習Ⅰ 1

後 地域情報プロジェクト演習Ⅱ 1

前 地域情報学特別研究Ⅰ 2

後 地域情報学特別研究Ⅱ 2

前 地域情報プロジェクト実践Ⅰ 2

後 地域情報プロジェクト実践Ⅱ 2

◆集中講義

期 授業科目 年次 教員名

集中 インターンシップ 1・2 倉本

池野・松山・倉本・黄・畠中利・森・畠中理・崔・衣川・渡邉・眞鍋・前田・渋谷・鄭・川島・岡本・亀井・山本・橋田

池野・松山・倉本・黄・畠中利・森・畠中理・崔・衣川・渡邉・眞鍋・前田・渋谷・鄭・川島・岡本・亀井・山本・橋田

池野・松山・倉本・黄・畠中利・森・畠中理・崔・衣川・渡邉・眞鍋・前田・渋谷・鄭・川島・岡本・亀井・山本・橋田

池野・松山・倉本・黄・畠中利・森・畠中理・崔・衣川・渡邉・眞鍋・前田・渋谷・鄭・川島・岡本・亀井・山本・橋田

池野・松山・倉本・黄・畠中利・森・畠中理・崔・衣川・渡邉・眞鍋・前田・渋谷・鄭・川島・岡本・亀井・山本・橋田

池野・松山・倉本・黄・畠中利・森・畠中理・崔・衣川・渡邉・眞鍋・前田・渋谷・鄭・川島・岡本・亀井・山本・橋田

教員名

金

木

水

月

火

福知山公立大学大学院　地域情報学研究科　時間割（案）

1限（8：50-10：20） 2限（10：30-12：00） 3限（12：50-14：20） 4限（14：30-16：00） 5限（16：10-17：40）
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基礎となる学部との関係図

地域貢献の実践学術的知見の蓄積

地域協働型教育研究

地域社会との協働経験

両学部からの教員・学生が創発的に交流

情報学科目文理融合科目 社会科学系科目

修士

資料１７

情報学部

学士

地域経営学部

人間・社会情報学 データサイエンス ICT 公共経営 企業経営 交流観光 医療福祉経営

-大学の設置等の趣旨等を記載した書類（資料）-52-



 

福知山公立大学大学院地域情報学研究科担当教員資格基準（案） 

 

(研究指導教員) 

第1条 研究指導教員(修士課程)の資格は、専任の教授又は准教授であり、次に掲げ

る各号のいずれにも該当し、かつ、人格、識見ともに優れている者とする。 

(1) 原則として、博士の学位(外国におけるこれと同等と認められる学位を含む。

以下同じ。)を有すること。 

(2) 研究の指導、授業及び教育上の能力に優れていること。 

(3) それぞれの専門分野における業績が顕著であり、公刊された著書又は学術雑誌

等の論文、報告等により学界に著しく貢献していると判断されること。 

(研究指導補助教員) 

第2条 研究指導補助教員(修士課程)の資格は、専任の教授、准教授、講師又は助教

であり、次に掲げる各号のいずれにも該当し、かつ、人格、識見ともに優れている

者とする。 

(1) 原則として、博士の学位(外国におけるこれと同等と認められる学位を含む。

以下同じ。)を有すること。 

(2) 研究の指導、授業及び教育上の能力に優れていること。 

(3) それぞれの専門分野における業績を有し、公刊された著書又は学術雑誌等の論

文、報告等により学界に貢献していると判断されること。 

(授業担当教員) 

第3条 授業担当教員(修士課程)の資格は、専任の教授、准教授、講師又は助教であ

り、次に掲げる各号のいずれにも該当し、かつ、人格、識見ともに優れている者と

する。 

(1) 原則として、博士の学位を有すること。 

(2) 担当する授業科目について、授業担当教員としての知識と教育上の識見及び能

力を有すると判断されること。 

(本学の教員以外の者) 

第4条 本学の教授、准教授及び講師でない者から地域情報学研究科（修士課程）の

研究指導教員、研究指導補助教員および授業担当教員を選考する場合は、前条に準

ずる。 

（研究指導教員、研究指導教員及び授業担当教員の選考） 

第5条 研究指導教員、研究指導教員及び授業担当教員の選考については、研究科委

員会の議のうえ、学長が決定し、理事長が任命する。 

（改廃） 

第6条 この基準の改廃は、研究科委員会の議を経て学長が行う。 

資料１８ 
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附 則   

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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福知山公立大学における研究サポート体制図（案）

大学

全
学

学
部
・
研
究
科
・
委
員
会
等

学部
地域経営学部地域経営学科
地域経営学部医療福祉経営学科
情報学部情報学科

大学院
地域情報学研究科
地域情報学専攻

研究サポートスタッフ

事務局

総務・財務グループ
財務担当
専任事務職員1名

北近畿地域連携機構（Kita-re）

担当（研究以外の業務も兼務）
専任事務職員1名

資料１９
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地域社会

情報学部

地域経営学部

大学院
地域情報学研究科

数理・データサイ
エンスセンター

地域防災研究
センター

経営学，社会学的知見

情報科学と情報技術の知見

助言

成果の還元

助言

成果の還元

北近畿連携地域機構

資料２０
センター等の役割
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縮尺　1：2500

整備した校舎

校地校舎等の図面

校舎

福知山公立大学

運動場用地

8,764.78

校地

29,771.13㎡

校舎敷地

14,111.39㎡

1号

2号

5号

資料２１
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１号館２階

演習室４部屋

20席20席 20席20席

資料２２
今回の改修・増設に係る図面
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１号館３階

演習室４部屋

20席20席20席20席
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１号館４階

10席 10席 10席 10席 10席 10席 10席10席

演習室8部屋
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２号館１階

20席

20席20席

演習室３部屋
（20席）

15席

演習室１部屋
（15席）

教員研究室3部屋
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２号館２階

20席

20席20席

演習室３部屋

教員研究室４部屋
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5号館1階

20席

演習室1部屋

教員研究室1部屋
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5号館2階

20席

教員研究室3部屋

演習室1部屋
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公立大学法人福知山公立大学組織規程（案） 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人福知山公立大学定款（以下「定款」という。）及

び福知山公立大学学則（以下「学則」という。）に定めるもののほか、公立大学法

人福知山公立大学（以下「法人」という。）及び法人が設置する福知山公立大学

（以下「大学」という。）の組織に関し必要な事項を定める。 

第２章 法人の組織 

（理事長選考会議） 

第２条 定款第10条第２項に規定する学長となる理事長を選考するために、法人に設

置する機関として、理事長選考会議を置く。 

２ 理事長の選考に必要な事項は、定款第10条第４項から第７項に定める事項のほ

か、理事長選考会議が定める。 

（理事会） 

第３条 定款第２章第２節に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は別

に定める。 

（経営審議会） 

第４条 定款第３第１節に定めるもののほか、経営審議会の運営に関し必要な事項は

別に定める。 

（教育研究審議会） 

第５条 定款第３章第２節に定めるもののほか、教育研究審議会の運営に関し必要な

事項は別に定める。 

（役員） 

第６条 定款第２章第１節に定めるもののほか、役員に関し必要な事項は別に定め

る。 

第３章 職員 

（職員） 

第７条 大学に教員、事務職員その他必要な職員を置く。 

２ 前項の教員は、教授、准教授、講師、助教とし、その職務は、別表１のとおりと

する。 

３ 前項の職のほか、所要の職を置くことができる。 

４ 前２項に規定する職の選任に関する事項は、別に定める。 

第４章 大学の組織 

第１節 学長、副学長 

（学長） 

資料２３ 
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第８条 大学に、定款に定めるところにより学長を置く。 

２ 学長は、学校教育法（昭和22年法律第26号）の定めるところにより、校務をつか

さどり、所属職員を統督する。 

３ 学長は、教育研究に関する重要事項について決定しようとするときは教育研究審

議会の審議を経なければならない。 

４ 学長の下に大学に係る重要な事項を審議する機関として、執行会議を置く。 

５ 執行会議に関し必要な事項は別に定める。 

（副学長） 

第９条 大学に、副学長を置く。 

２ 副学長は、学長の職務を助け、学長の命を受け、大学の教育及び研究に関する業

務を統括する。 

第２節 教授会 

（教授会） 

第10条 大学の学部に教授会を置く。 

２ 教授会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

第３節 研究科委員会 

（研究科委員会） 

第11条 大学の大学院に研究科委員会を置く。 

２ 研究科委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

第４節 附属機関及び附属施設 

（附属機関及び附属施設） 

第12条 大学に附属機関及び附属施設を置く。 

２ 附属機関として、北近畿地域連携機構、メディアセンター、地域防災研究センタ

ー、国際センター及び数理・データサイエンスセンターを設置し、それぞれセンタ

ー長（北近畿地域連携機構にあっては、機構長）を置く。 

３ 附属施設として、まちかどキャンパスを設置する。  

４ 前２項の附属機関及び附属施設に関し必要な事項は別に定める。 

第５節 学部 

（設置） 

第13条 大学に次の学部を置く。 

（１）地域経営学部 

（２）情報学部 

２ 地域経営学部には、地域経営学科及び医療福祉経営学科を置く。 

３ 情報学部には、情報学科を置く。 

（学部長） 

第14条 学部に学部長を置く。 

２ 学部長は、学長の命を受け、学部に関する校務を所掌する。 
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（学科長） 

第15条 学科に学科長を置くことができる。 

２ 学科長は、学部長の命を受け、学科に関する校務を所掌する。 

３ 学科に学科会議を置く。  

第６節 大学院 

（設置） 

第16条 大学に大学院地域情報学研究科修士課程を置く。 

２ 地域情報学研究科には、地域情報学専攻を置く。 

（研究科長） 

第17条 研究科に研究科長を置く。 

２ 研究科長は、学長の命を受け、研究科に関する校務を所掌する。 

（専攻長） 

第18条 専攻に専攻長を置くことができる。 

２ 専攻長は、研究科長の命を受け、専攻に関する校務を所掌する。 

３ 専攻に専攻会議を置く。  

第７節 委員会 

（委員会） 

第19条 大学運営を機能的、効率的に推進するため、必要に応じて委員会を設置する

ことができる。 

２ 委員会に関し必要な事項は別に定める。 

第８節 事務局の組織 

（事務局） 

第20条 大学の事務を行うため事務局組織を設置する。 

２ 大学の事務局は、法人事務局を兼ねる。 

３ 大学の事務局に別表２のとおりグループを置く。 

４ 各グループの事務分掌に関することは、別に定める。 

（事務局長） 

第21条 事務局に、事務局長を置く。 

２ 事務局長は、学長の命を受け、所管する事務を統括する。 

（事務局次長） 

第22条 事務局に事務局次長を置く。 

２ 事務局次長は、事務局長の命を受け、所管する事務を統括する。 

（グループマネージャー） 

第23条 事務局のグループに、グループマネージャーを置く。 

２ グループマネージャーは、事務局次長の命を受けグループの事務を掌理し、所属

職員を指揮監督する。 

 （アシスタントマネージャー） 
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第24条 事務局のグループに、アシスタントマネージャーを置く。 

２ アシスタントマネージャーは、グループマネージャーを補佐し、担当の事務を掌

理し、担当事務に従事する職員を指揮監督する。 

（その他の職） 

第25条 事務局に、第21条から第24条に規定する職のほか、必要に応じて所要の職を

置くことができる。 

第７節 役職の任命 

（役職の任命） 

第26条 役職の任命は、別表３の右欄に掲げる者のうちから理事長が命ずる。 

２ 前項の規定にかかわらず、職に命ずる者については、理事長が必要であると認め

た場合は、別に定めることができる。 

第５章 内部統制・監査 

（内部統制・監査） 

第 27条 理事長のもとに、内部統制・監査室を置く。 

２ 内部統制・監査室に関し必要な事項は別に定める。 

 

第６章 雑則 

（委任） 

第28条 この規程に定めるもののほか、組織に関し必要な事項は、理事長が別に定め

る。 

（規程の改廃） 

第29条 この規程の改廃は、必要に応じて理事長が行う。 

  

附 則 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則   

この規程は、平成31年４月１日から施行する。  

附 則   

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則   

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

      附 則   

    この規程は、令和３年９月１日から施行する。 

附 則   

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則   

この規程は、令和４年10月１日から施行する。 
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附 則   

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

  

別表１（第７条関係） 

 

職 職 務 

教授 専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知

識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究

を指導し、又は研究に従事する。 

准教授 専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能

力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導

し、又は研究に従事する。 

講師 教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 

助教 専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を

有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究

に従事する。 

 

別表２（第20条関係） 

 

グループ名 担当業務 

企画・地域連携グ

ループ 

企画戦略・広報・

秘書 

地域連携 

総務・財務グルー

プ 

総務・人事・施設 

財務・研究支援 

学務・学生支援グ

ループ 

入試広報 

学務 

学生・キャリアサ

ポート 
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別表３（第26条関係） 

  

組織 役職名 左記の職に命ずる者 

大学 副学長 理事 

大学 学部長 教員 

大学 学科長 教員 

大学 研究科長 教員 

大学 専攻長 教員 

北近畿地域連携機構 

北近畿地域連携機構長 

北近畿地域連携機構運営委

員長 

副学長 

メディアセンター 

メディアセンター長 

メディアセンター運営委員

長兼ねる 

教員 

地域防災研究センター 

地域防災研究センター長地 

域防災研究センター運営委

員長兼ねる 

教員 

国際センター 

国際センター長 

国際センター運営委員長兼

ねる 

教員 

数理・データサイエンスセ

ンター 

数理・データサイエンスセ

ンター長 

数理・データサイエンスセ

ンター運営委員長兼ねる 

教員 

事務局 事務局長 職員 

事務局 事務局次長 職員 

事務局 グループマネージャー 職員 

事務局 アシスタントマネージャー 職員 
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公立大学法人福知山公立大学定款 

 

目 次 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 役員等 

第１節 役員（第８条―第１３条） 

第２節 理事会（第１４条―第１６条） 

第３章 審議機関 

第１節 経営審議会（第１７条―第１９条） 

第２節 教育研究審議会（第２０条―第２２条） 

第４章 業務の範囲及びその執行（第２３条・第２４条） 

第５章 資本金等（第２５条・第２６条） 

第６章 雑則（第２７条） 

附 則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この公立大学法人は、教育のまち福知山における「学びの拠点」として、地

方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」という。）に基づき、

大学を設置し、及び管理することにより、総合的な知識と専門的な学術を深く教授

研究するとともに、地域協働型教育研究を積極的に展開することにより、地域に根

ざし、世界を視野に活躍できる高度な知識及び技能を有する人材を育成し、北近畿

地域の持続可能な地域社会の形成と地方創生に寄与することを目的とする。 

（名称） 

第２条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人福知山公立大学（以下「法人」と

いう。）とする。 

（大学の設置） 

第３条 法人は、第１条の目的を達成するため、福知山公立大学（以下「公立大学」

という。）を福知山市字堀３３７０番地に設置する。 

（設立団体） 

第４条 法人の設立団体は、福知山市とする。 

（事務所の所在地） 

第５条 法人は、事務所を福知山市字堀３３７０番地に置く。 

（法人の種別） 

第６条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。 

資料２４ 
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（公告の方法） 

第７条 法人の公告は、福知山市公告掲示板及び法人の事務所の掲示場への掲示並び

に福知山市公報への掲載及びインターネットの利用により行う。 

第２章 役員等 

第１節 役員 

（定数） 

第８条 法人に、役員として、理事長１人、理事５人以内及び監事２人を置く。 

２ 法人に、副理事長を置かないものとする。 

（職務及び権限） 

第９条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 理事長は、第１６条各号に掲げる事項について決定をしようとするときは、第１

４条に規定する理事会の議を経なければならない。 

３ 理事は、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故あるときはあらか

じめ理事長が指定した順序により、その職務を代理し、理事長が欠員のときはその

職務を行う。 

４ 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、福知山市の規則で

定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 

５ 監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告

を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

６ 監事は、法人が次に掲げる書類を福知山市長（以下「市長」という。）に提出し

ようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 

（１）法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の法第１

３条第６項第１号に規定する総務省令で定める書類 

（２）その他福知山市の規則で定める書類 

７ 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は市長に意

見を提出することができる。 

（理事長の任命等） 

第10条 理事長の任命は、法人の申出により、市長が行う。 

２ 理事長は、公立大学の学長（以下「学長」という。）となるものとする。 

３ 学長となる理事長を選考するため、法人に理事長選考会議（以下「選考会議」と

いう。）を置く。 

４ 選考会議は、委員６人で組織し、選考会議の委員（以下この条において「委員」

という。）は、次に掲げる委員各３人をもって充てる。 

（１）第１７条第２項第２号から第４号に掲げる者の中から同条第１項に規定する

経営審議会において選出された者 

（２）第２０条第２項第３号から第５号までに掲げる者の中から同条第１項に規定
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する教育研究審議会において選出された者 

５ 選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

６ 議長は、選考会議を主宰する。 

７ 第４項から前項までに定めるもののほか、選考会議の議事の手続その他選考会議

に関し必要な事項は、議長が選考会議に諮って定める。 

（理事の任命等） 

第11条 理事は、理事長が任命する。 

２ 理事長は、理事の任命に当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職員でな

い者が含まれるようにしなければならない。 

（監事の任命） 

第12条 監事は、市長が任命する。 

（任期） 

第13条 学長となる理事長の任期は、２年以上６年を超えない範囲内において、選考

会議の議を経て、法人の規程で定める。 

２ 理事の任期は、６年を超えない範囲内において理事長が定める。ただし、理事の

任期の末日は、当該理事を任命する理事長の任期の末日以前でなければならない。 

３ 監事の任期は、任命後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての

法第３４条第１項に規定する財務諸表の承認の日までとする。 

４ 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の

際現に法人の役員又は職員でなかったときの第１１条第２項の規定の適用について

は、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。 

５ 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第２節 理事会 

（設置及び構成） 

第14条 法人に理事会を置き、理事長及び理事をもって組織する。 

（招集及び議事） 

第15条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、理事会の構成員のうち２人以上から会議の目的たる事項を記載した書

面を付して請求があったときは、理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

４ 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

５ 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

６ 監事は、理事会において意見を述べることができる。 

（議決事項） 

第16条 理事会の議決事項は、次のとおりとする。 
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（１）中期目標についての意見（法第７８条第３項の規定により法人が市長に対し

述べる意見をいう。以下同じ。）及び年度計画（法第２７条第１項の規定によ

り法人が定める計画をいう。以下同じ。）に関する事項 

（２）法の規定により市長の認可又は承認を受けなければならない事項 

（３）学則、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与

及び退職手当の支給の基準その他の重要な規程の制定又は改廃に関する事項 

（４）予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

（５）公立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項 

（６）人事の方針に関する事項 

（７）組織及び運営並びに教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関

する事項 

（８）その他理事会が定める重要事項 

第３章 審議機関 

第１節 経営審議会 

（設置及び構成） 

第17条 法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、法人に経営審議会を置

く。 

２ 経営審議会は、委員１０人以内で組織し、経営審議会の委員（以下この節におい

て「委員」という。）は、次に掲げる者をもって充てる。 

（１）理事長 

（２）理事長が指名する理事 

（３）理事長が指名する職員 

（４）法人の役員又は職員でない者で大学に関し広くかつ高い識見を有する者のう

ちから、理事長が任命する者 

３ 前項第４号に掲げる委員の数は、委員の総数の２分の１以上とする。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、第２項第１号から第２号までに掲げる委員

の任期については、当該職にある期間とする。 

５ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

（招集及び議事） 

第18条 経営審議会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、委員の３分の１以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して

請求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。 

３ 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

４ 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

５ 経営審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の
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決するところによる。 

（審議事項） 

第19条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）中期目標について市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、

法人の経営に関するもの 

（２）法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経

営に関するもの 

（３）重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、法人の経営に関するもの 

（４）予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 

（５）公立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項 

（６）職員の人事に関する事項のうち、定数管理その他の法人の経営に関するもの 

（７）組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

（８）その他法人の経営に関する重要事項 

第２節 教育研究審議会 

（設置及び構成） 

第20条 公立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、法人に教育研

究審議会を置く。 

２ 教育研究審議会は、委員１４人以内で組織し、教育研究審議会の委員（以下この

節において「委員」という。）は、次に掲げる者をもって充てる。 

（１）学長となる理事長（以下この節において「理事長」という。） 

（２）理事長が指名する理事 

（３）学部、学科その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、理事長が指名する

者 

（４）理事長が指名する職員 

（５）法人の役員又は職員でない者で大学の教育研究に関し広くかつ高い識見を有

する者のうちから、理事長が指名する者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、第２項第１号から第２号までに掲げる委員

のうち役員である者の任期については、当該職にある期間とする。 

４ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

（招集及び議事） 

第21条 教育研究審議会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、委員の３分の１以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して

請求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。 

３ 教育研究審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

４ 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
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５ 教育研究審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

（審議事項） 

第22条 教育研究審議会は、次に掲げる事項について審議する。 

（１）中期目標について市長に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、

公立大学の教育研究に関するもの 

（２）法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、公立大学

の教育研究に関するもの 

（３）重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、公立大学の教育研究に関す

るもの 

（４）教育課程の編成に関する方針に係る事項 

（５）学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関す

る事項 

（６）学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の

授与に関する方針に係る事項 

（７）教員の人事に関する事項のうち、人事の方針及び基準に関するもの（第１９

条第６号に係るものを除く。） 

（８）教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

（９）その他公立大学の教育研究に関する重要事項 

第４章 業務の範囲及びその執行 

（業務の範囲） 

第23条 法人は、次に掲げる業務を行う。 

（１）公立大学を設置し、これを運営すること。 

（２）学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を

行うこと。 

（３）法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の

法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 

（４）地域の生涯学習の充実に資する多様な学習機会を提供すること。 

（５）公立大学における教育研究成果の普及及び活用を通じ、地域社会及び国際社

会に貢献すること。 

（６）前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

（業務方法書） 

第24条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務

方法書の定めるところによる。 

第５章 資本金等 

（資本金） 
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第25条 法人の資本金については、別表第１及び別表第２に掲げる資産を福知山市が

出資するものとし、当該資本金の額は、当該資産について、出資の日における時価

を基準として福知山市が評価した価額の合計額とする。 

（解散に伴う残余財産の帰属） 

第26条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があると

きは、当該残余財産を福知山市に帰属させる。 

第６章 雑則 

（規程への委任） 

第27条 法人の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほ

か、理事長が別に定める規程による。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この定款は、法人の成立の日から施行する。 

（最初の理事長の任命の特例等） 

２ 第１０条第１項の規定に関わらず、法人の成立後最初の理事長の任命は、法人の

申出に基づくことを要しないものとし、市長が行う。 

３ 法人が設置する公立大学の成立後最初の学長となる理事長の任期は、４年とす

る。 

附 則 

この定款の変更は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則   

この定款の変更は、京都府知事の認可があった日から施行する。  

附 則   

 （施行期日） 

１ この定款の変更は、京都府知事の認可があった日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この定款の変更による変更後の公立大学法人福知山公立大学定款第１３条の規定

は、令和２年４月１日以後の任期について適用し、同日前の任期については、なお

従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この定款の変更は、京都府知事の認可があった日から施行する。 

  

別表第１（第２５条関係） 
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資産の種 別 所在地 地目 地積(㎡) 

土地 
福知山市字堀小字

小谷３３７０番３ 
学校敷地 ４７６．００ 

土地 
福知山市字堀小字

小谷３３７０番４ 
学校敷地 ９８６．００ 

土地 
福知山市字堀小字

小谷３３７０番６ 
学校敷地 ３，４１４．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番２

７ 

学校用地 ７１．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番２

８ 

学校敷地 ５４５．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番２

９ 

学校敷地 １５７．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番３

０ 

学校敷地 ４６５．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番３

２ 

学校敷地 ３６０．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番３

４ 

学校敷地 １，０３９．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番３

５ 

学校敷地 １，３２２．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番３

７ 

学校用地 １６４．００ 
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土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番３

８ 

学校用地 ３５．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番４

６ 

学校敷地 ２７．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番５

５ 

学校用地 ２７０．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番５

６ 

学校敷地 ９０１．００ 

土地 
福知山市字堀小字

堀山５１４番２ 
学校用地 ５４７．００ 

土地 
福知山市字堀小字

小谷３３７０番８ 
学校用地 ５，２３５．００ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４２番１ 
学校用地 ９１７．００ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４２番２ 
学校用地 ４５．００ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４２番３ 
学校敷地 ６７．００ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４２番８ 
用悪水路 ２．７４ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４２番９ 
学校用地 ６．６９ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４５番２ 
学校用地 ６３８．００ 

土地 

福知山市字堀小字

西山１７４５番１

０ 

学校用地 １０９．００ 
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土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番４

８ 

学校敷地 １５６．００ 

土地 

福知山市字堀小字

武者ヶ谷３３８４

番３９ 

学校用地 １６．００ 

土地 

福知山市字天田小

字武者ヶ谷１２６

番２ 

学校用地 ７４７．００ 

土地 

福知山市字堀小字

西山１７４２番１

２ 

雑種地 １７．００ 

土地 

福知山市字堀小字

西山１７４２番１

３ 

雑種地 ４０．００ 

土地 

福知山市字堀小字

西山１７４２番１

４ 

雑種地 ２９．００ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４５番１ 
原野 ８１８．００ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４５番３ 
原野 １７６．００ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４５番４ 
用悪水路 １６．００ 

土地 

福知山市字堀小字

西山１７４５番１

１ 

雑種地 ３２．００ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４６番１ 
原野 １，５９７．００ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４６番２ 
山林 ６５６．００ 
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土地 
福知山市字堀小字

西山１７４６番５ 
山林 １０９．００ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４６番６ 
雑種地 ２６．００ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４６番７ 
雑種地 ７２．００ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４６番８ 
雑種地 ６．７０ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４６番９ 
雑種地 ０．０１ 

土地 

福知山市字堀小字

武者ヶ谷３３８４

番１ 

原野 ９．９１ 

土地 

福知山市字堀小字

武者ヶ谷３３８４

番５ 

原野 ９．９１ 

土地 

福知山市字堀小字

武者ヶ谷３３８４

番６ 

原野 ９．９１ 

土地 

福知山市字堀小字

武者ヶ谷３３８４

番７ 

原野 ９．９１ 

土地 

福知山市字堀小字

武者ヶ谷３３８４

番２８ 

原野 ３６．００ 

土地 

福知山市字堀小字

武者ヶ谷３３８４

番２９ 

原野 ３６．００ 

土地 

福知山市字堀小字

武者ヶ谷３３８４

番３５ 

原野 １３８．００ 
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土地 

福知山市字堀小字

武者ヶ谷３３８４

番４１ 

原野 １８４．００ 

土地 

福知山市字堀小字

武者ヶ谷３３８４

番４９ 

原野 ２３．００ 

土地 

福知山市字堀小字

武者ヶ谷３３８４

番７８ 

原野 ３２４．００ 

土地 

福知山市字堀小字

武者ヶ谷３３８４

番７９ 

雑種地 ４３．００ 

土地 

福知山市字堀小字

武者ヶ谷３３８４

番８０ 

原野 ２９０．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番１

１ 

原野 ３４６．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番１

２ 

原野 １４４．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番５

２ 

原野 ９４．００ 

土地 

福知山市字堀小字

小谷３３７０番５

４ 

雑種地 ２１．００ 

土地 
福知山市字堀小字

小谷３３９０番３ 
学校敷地 ７４７．００ 

土地 
福知山市字堀小字

小谷３３９０番２ 
学校敷地 ８１０．００ 
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土地 
福知山市字堀小字

小谷３３９０番８ 
学校敷地 １８．００ 

土地 
福知山市字堀小字

小谷３３９０番９ 
養水池 ７７４．００ 

土地 
福知山市字堀小字

堀山５１６番２ 
学校用地 １４６．００ 

土地 
福知山市字堀小字

堀山５１５番 
学校敷地 １，１１４．００ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４２番４ 
学校敷地 ５９．００ 

土地 
福知山市字堀小字

西山１７４２番６ 
学校用地 ２１．００ 

土地 
福知山市字堀小字

小谷３３７０番５ 
学校用地 １，１１３．００ 

土地 
福知山市字堀小字

小谷３３７０番９ 
学校敷地 ９３７．００ 

 

  

別表第２（第２５条関係） 

 

資産の 

種 別 
所在地 名称 構造 延床面積(㎡) 

建物 

福知山市字堀

小字小谷３３

７０番８ 外 

１号館 

鉄筋コンクリ

ート造陸屋根

５階建 

２，３６２．

６５ 

建物 

福知山市字堀

小字小谷３３

７０番６ 外 

２号館 

鉄骨鉄筋コン

クリート造陸

屋根３階建 

１，１０９．

２４ 

厚生棟 

（令和３年２

月除却） 

鉄骨造亜鉛メ

ッキ鋼板葺２

階建 

４８０．００ 
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警備員室 

（令和３年２

月除却） 

木造瓦葺平家

建 
１６２．０６ 

建物 

福知山市字堀

小字小谷３３

７０番３４ 

外 

４号館 

鉄筋コンクリ

ート造コンク

リート屋根地

下１階付５階

建 

６，４７１．

７０ 

建物 

福知山市字堀

小字小谷３３

７０番６ 外 

福祉棟 

鉄筋コンクリ

ート造コンク

リート屋根地

下１階付２階

建 

１，１２３．

４７ 

建物 

福知山市字堀

小字小谷３３

９０番１ 外 

食堂 
鉄骨造瓦葺平

家建 
６３４．９９ 

食堂機械室 

鉄筋コンクリ

ート造亜鉛メ

ッキ鋼板葺平

家建 

１１．２０ 

建物 

福知山市字堀

小字小谷３３

７０番５ 外 

３号館 

鉄骨造亜鉛メ

ッキ鋼板葺２

階建 

１，７５６．

０８ 

ポンプ室 

鉄筋コンクリ

ート造亜鉛メ

ッキ鋼板葺平

家建 

７．５０ 
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公立大学法人福知山公立大学教育研究審議会規程 

 

（趣旨) 

第１条 この規程は、公立大学法人福知山公立大学定款（以下「定款」という。）第

20条に規定する教育研究審議会に関し必要な事項を定める。 

（任期） 

第２条 定款第20条第２項第３号に掲げる委員の任期は、当該職にある期間とする。 

（招集） 

第３条 教育研究審議会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、教育研究審議会を招集する際に議案を通知しなければならない。ただ

し、緊急を要する場合は、この限りでない。 

（議長） 

第４条 教育研究審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

２ 議長が不在の場合は、あらかじめ議長が指名した理事がその職務を行う。 

（審議事項） 

第５条 教育研究審議会は、定款第22条に掲げる事項のほか、学長が必要と認める事

項を審議する。 

２ 教育研究審議会の議案は、議長が提出する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 定款第20条第２項第３号に掲げる委員が特段の事由により教育研究審議会に

出席できない場合は、議長の許可を得て、代理人を出席させることができる。 

２ 前項により出席する代理の委員は、議決に加わることができる。 

３ 議長は､必要があると認めるときは、委員以外の者に教育研究審議会への出席を求

め、意見を聴くことができる。 

４ 前項の規定により教育研究審議会に出席した委員以外の者は、議決に加わる権利

を有しない。 

（議事録） 

第７条 教育研究審議会の議事については、審議等の経過、結果及び出席委員の氏名

を記録した議事録を作成し、保存しなければならない。 

（専門委員会） 

第８条 教育研究審議会に、専門の事項を調査、審議又は実施させるために専門委員

会を置くことができる。 

（事務） 

第９条 教育研究審議会に関する事務は、事務局企画・地域連携グループにおいて行

う。 
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（委任） 

第10条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会の運営に関し必要な事項は、

教育研究審議会の議を経て理事長が別に定める。 

（規程の改廃） 

第11条 この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経て理事長が行う。 

  

附 則 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則   

  この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則   

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則   

この規程は、令和４年６月20日から施行する。 
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地域経営学部 地域経営学科

執行会議

北近畿地域連携機構運営委員会

メディアセンター メディアセンター運営委員会

公立大学法人福知山公立大学　組織図（案）

教授会 学科会議

研究科委員会

法人 理事会 経営審議会

理事長選考会議 教育研究審議会

内部統制推進委員会

リスクマネジメント委員会

大学

学部

地域情報学研究科

専攻会議

地域情報学専攻

国際センター運営委員会

数理・データサイエンスセンター 数理・データサイエンスセンター運営委員会

国際センター

地域防災研究センター 地域防災研究センター運営委員会

医療福祉経営学科

学科会議

情報学部 情報学科

教授会 学科会議

北近畿地域連携機構

広報委員会

全学委員会 企画・評価委員会

大学院設置準備委員会

事務局 企画・地域連携グループ

衛生委員会

附属機関

総務・財務グループ

内部統制・監査室 学務・学生支援グループ

大学院

財務・施設設備委員会

ＦＤ委員会

ＳＤ委員会

研究費不正使用防止対策委員会

研究活動不正行為防止対策委員会

ＩＲ委員会

情報基盤委員会

入試委員会

教務委員会

学生支援委員会

人権・倫理委員会
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福知山公立大学企画・評価委員会規程（案） 

 

（設置） 

第１条 福知山公立大学に、福知山公立大学企画・評価委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

（構成） 

第２条 委員会に委員長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会の会務を掌理する。 

３ 委員会は、次の各号に掲げる者（以下「委員」という。）をもって構成する。 

（１）学長が指名する副学長 

（２）学部長 

（３）研究科長 

（４）リスクマネジメント委員会、入試委員会、教務委員会、学生支援委員会、広

報委員会、衛生委員会、人権・倫理委員会、ＦＤ委員会、ＳＤ委員会、研究費

不正使用防止対策委員会、研究活動不正行為防止対策委員会、ＩＲ委員会、情

報基盤委員会、財務・施設設備委員会の委員長及び附属機関の運営委員長 

（５）事務局長 

（６）前各号のほか、学長が必要と認める者 

４ 学長は、前項第５号の任命にあたり、あらかじめ教授会の議を経なければならな

い。 

（任期） 

第３条 委員長及び委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

２ 委員長又は委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

（所掌事項） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）将来構想に関すること。 

（２）中期計画に関すること。 

（３）年度計画に関すること。 

（４）組織の設置及び再編等に関すること。 

（５）自己点検・評価に係る基本方針及び自己点検・評価項目の策定に関するこ

と。 

（６）自己点検・評価の実施及び内部質保証の体制に関すること。 

（７）各組織の自己点検・評価の総括並びに改善の指示及び助言に関すること。 

（８）自己点検・評価結果の公表に関すること。 
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（９）学校教育法に定める認証評価に係る事項に関すること。 

（10）前各号に掲げるもののほか、学長が必要と認めた事項 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会に議長を置き、委員長をもって充てる。 

３ 議長は、委員会を主宰する。 

４ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、委員の

総数が２人の場合は、委員全員の出席がなければ開くことができないものとする。 

５ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

（職務代行） 

第６条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名

した委員がその職務を代行する。 

（専門委員会） 

第７条 委員会に必要に応じて専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会は、委員会が行う第４条各号に掲げる事項の審議に関し、必要な専門

的事項を調査及び審議する。 

３ 専門委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。 

（委員以外の者の出席） 

第８条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴

くことができる。 

２ 前項の規定により会議に出席した委員以外の者は、決議に加わる権利を有しな

い。 

（議事概要） 

第９条 会議の議事については、概要を記録し、保存しなければならない。 

（事務） 

第10条 委員会の事務は、事務局企画・地域連携グループにおいて処理する。 

（規程の改廃） 

第11条 この規程の改廃は、教授会及び研究科委員会の議を経て学長が行う。 

  

附 則   

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行に伴い、福知山公立大学将来計画策定委員会規程及び公立

大学法人福知山公立大学自己点検・評価委員会規程は廃止する。 

 

附 則   
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この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則   

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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公立大学法人福知山公立大学評価委員会について 

 

1 設置目的 

 福知山市は、公立大学法人福知山公立大学が適正かつ健全に業務運営することを目的

として、地方独立行政法人法第 11 条に基づき、経営または教育研究に関し学識経験を

有する者により、専門的、客観的、中立的、公平的に業務実績評価等を行う第三者機関

である「公立大学法人福知山公立大学評価委員会」を設置しています。 

評価委員会では、中期目標・中期計画、年度毎の業務実績評価などについての意見や助

言・提言を求めます。なお、委員会はどなたでも傍聴いただけます。 

 

2 委員 

経営または教育研究に関し学識経験を有する 5名の委員で構成 

氏 名 職名等 備 考 

青山公三 

（あおやまこうぞう） 
京都府立大学名誉教授 

 

大久保正明 

（おおくぼまさあき） 
大阪公立大学 事務局次長 

 

菊田学美 

（きくたまなみ） 

社会保険労務士・行政書士・ 

菊田学美事務所 所長 

 

藤原健 

（ふじわらたけし） 
税理士法人藤原事務所 代表社員 

 

山口剛 

（やまぐちつよし） 
学校法人淑徳学林 理事長 

 

 

3 開催状況 

令和 4年度 （4回開催） 

令和 3年度 （5回開催） 

令和 2年度 （3回開催） 

令和元年度 （4回開催） 

平成 30年度 （4回開催） 

平成 29年度 （3回開催） 

平成 28年度 （3回開催） 

平成 27年度 （2回開催） 

 

4 公立大学法人福知山公立大学の業務の実績に関する評価結果 
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平成 28 年度より令和 3 年度及び中期目標期間（第 1 期終了時）までを市のホームペー

ジ（https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/4/2421.html）に掲載 

 

5 公立大学法人福知山公立大学中期目標 

第 1 期公立大学法人福知山公立大学中期目標（平成 28 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31

日） 後掲 

第 2 期公立大学法人福知山公立大学中期目標（令和 4 年 4 月 1 日～令和 10 年 3 月 31

日） 後掲 

 

6 公立大学法人福知山公立大学中期計画・年度計画 

中期計画と年度計画については、以下の公立大学法人福知山公立大学ホームページにお

いて公開している。 

https://www.fukuchiyama.ac.jp/about/information/information11/ 
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公立大学法人福知山公立大学評価委員会条例 

平成 27年 9月 28日 

条例第 4号 

 

(趣旨) 

第 1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成 15年法律第 118号)第 11条第 4項の規

定に基づき、公立大学法人福知山公立大学評価委員会(以下「委員会」という。)の組織

及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織等) 

第 2条 委員会は、委員 5人以内をもって組織する。 

2 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

4 委員は、再任されることができる。 

(特別委員) 

第 3条 委員会に特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、特別委員若干

人を置くことができる。 

2 特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱す

る。 

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるもの

とする。 

(委員長) 

第 4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。 

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名す

る委員がその職務を代理する。 

(会議) 

第 5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

2 会議は、委員及び議事に関係のある特別委員(以下「委員等」という。)の過半数が

出席しなければ、開くことができない。 

3 会議の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

(委任) 

第 6条 この条例に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 
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(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 第 5条第 1項の規定にかかわらず、最初の委員会は、市長が招集する。 

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和 31 年福知山市

条例第 33号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

(委員の任期の特例) 

4 第 2条第 3項本文の規定にかかわらず、令和 4年 1月 31日を終期とする委員の任期

については、その終期を令和 4年 3月 31日とする。 

附 則(令和 3年 12月 21日条例第 18号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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教員

教育研究、地域貢献等の有効性の検証

●シラバスと授業内容の整合性 ●単位の実質化
●授業評価アンケート （予習・復習）
●シラバスに基づく成績評価 ●地域貢献に資する教育研究など

福知山公立大学における内部質保証体制図（案）

理事会経営審議会

認証評価

全
学

学
部
・
研
究
科
・
委
員
会
等

教
職
員

法人評価

ＩＲ委員会

認証評価に活用（公表）

企画・評価委員会（内部質保証の責任を担う組織）

●内部質保証に関する方針・体制の整備
●自己点検・評価の総括（自己評価等の項目・評価方法の策定等）
●大学全体の教育活動等の有効性検証
●学部等への改善・向上策の指示又は助言

改善・向上策の指示又は助言自己点検・評価結果の報告

データ分析・データ提供

職員

教育・研究支援、管理運営等の有効性の検証

●総務・財務・人事・企画
●教学支援、地域連携
●ＳＤ活動など

学長

執行会議

指示

報告

評価受審・外部意見

※理事長兼務

※

学部・研究科

●教育研究組織
地域経営学部 地域経営学科、医療福祉経営学科
情報学部 情報学科
地域情報学研究科 地域情報学専攻

●教育課程・学修成果
●学生受け入れ

附属機関・事務局

●国際交流 ●財務
●地域連携・地域貢献 ●大学運営
●教育研究支援
●メディア・図書館機能
●教育研究等環境

委員会

●教学関係委員会
●研究関係委員会
●学生関係委員会
●国際交流関係委員会
●管理運営関係委員会ほか

教育研究内容及び諸活動の検証 教育・研究支援、地域連携、管理運営の検証

教育研究審議会
監事

●自己点検・評価のあり方を決定する
●自己点検・評価結果に係る総合的な判断を行う
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福知山公立大学ＦＤ委員会規程（案） 

 

（設置） 

第１条 福知山公立大学に、福知山公立大学ＦＤ委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

（構成） 

第２条 委員会に委員長を置き、教授会の議を経て学長が任命する。 

２ 委員長は、委員会の会務を掌理する。 

３ 委員会は、次の各号に掲げる者（以下「委員」という。）をもって構成する。 

（１）委員長 

（２）教員（福知山公立大学学則第８条第１項に定める専任の教授、准教授、講師

及び助教をいう。）の中から学長が任命する１人以上の者 

（３）前２号のほか、学長が必要と認める者 

４ 学長は、前項第２号及び第３号の任命にあたり、あらかじめ教授会の議を経なけ

ればならない。 

５ 委員には、各学部及び研究の教員を１人以上含めなければならない。ただし、特

別な事情があると学長が認める場合はこの限りでない。 

（任期） 

第３条 委員長及び委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

２ 委員長又は委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

（所掌事項） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）ＦＤ活動の計画立案に関すること。 

（２）ＦＤ活動の実施計画の立案に関すること。 

（３）ＦＤ活動の評価に関すること。 

（４）ＦＤ活動に関する情報の収集と提供に関すること。 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会に議長を置き、委員長をもって充てる。 

３ 議長は、委員会を主宰する。 

４ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、委員の

総数が２人の場合は、委員全員の出席がなければ開くことができないものとする。 

５ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

資料３１ 
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（職務代行） 

第６条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名

した委員がその職務を代行する。 

（専門委員会） 

第７条 委員会に必要に応じて専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会は、委員会が行う第４条各号に掲げる事項の審議に関し、必要な専門

的事項を調査及び審議する。 

３ 専門委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。 

（委員以外の者の出席） 

第８条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴

くことができる。 

２ 前項の規定により会議に出席した委員以外の者は、決議に加わる権利を有しな

い。 

（議事概要） 

第９条 会議の議事については、概要を記録し、保存しなければならない。 

（事務） 

第10条 委員会の事務は、事務局総務・財務グループにおいて処理する。 

（規程の改廃） 

第11条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。 

  

附 則 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則   

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則   

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
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2021年度 FD 

日時 内容 参加者数 

6 月 7 日～ 

7 月 2 日 

【地域・情報】 

「研究倫理」に関する FD（ファカルティ・ディベロップメン

ト） 

３９名 

6 月 9 日 
【地域】 

WebClass の使用方法について 

６名 

（職員２名 

を含む） 

9 月 22 日 
【地域・情報】 

コロナ禍における学生のメンタルヘルスについて 

４２名 

（職員１２名を含む） 

1 月 7 日～ 

  2 月 2 日 

【地域・情報】 

「情報セキュリティ」に関する FD（ファカルティ・ディベロッ

プメント） 

３５名 

 

 

 

2022年度 FD 

日時 内容 参加者数 

5 月 27 日～ 

 9 月 30 日 

【地域・情報】 

「研究倫理」に関する FD（ファカルティ・ディベロップメン

ト） 

３９名 

9 月 21 日 

13:00～14:00 

【地域・情報】 

大江まちづくり住民協議会からの提言 
２９名 

 

資料３２ 
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2021年度前学期 学生による授業評価アンケート 

 

Q１．この授業を履修するにあたり、シラバスを事前に読みましたか？ ※回答必須 

   1.しっかり読んだ 2.読んだ 3.どちらともいえない 4.あまり読まなかった 

   5.まったく読まなかった 

 

Q２．この授業を履修した理由を下記から選んでください。※回答必須  

1.シラバスの内容で判断（到達目標・内容・評価等）2.科目名で判断 3.担当教員で判断  

4.時間割の都合で判断 5.その他 

 

Q３．あなたは毎週平均どれくらいこの授業の予習・復習をしましたか？ ※回答必須 

1.2時間以上 2.1時間 30分程度 3.1時間程度 4.30分程度  

5.0時間 

 

Q４．この授業の欠席回数は何回ですか？ ※回答必須 

1.欠席なし 2.1～2回欠席 3.3～4回欠席 4.5～6回欠席  

5.7回以上欠席 

 

Q５．この授業に対して意欲的に取り組みましたか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

Q６．教員の話し方や説明方法は、分かりやすかったですか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

Q７．授業に対して興味・関心が持てるように工夫されていましたか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

Q８．プリントなどの教材が見やすく分かりやすかったですか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

Q９．学生の質問に対して教員は適切に対応しましたか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 
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Q１０．教員の熱意や意欲が感じられましたか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

 

Q１１．シラバスに記載してあるこの科目の到達目標は、授業内で担当教員より明確に説明されていま

したか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

 

Q１２．あなたは、シラバスに記載してあるこの科目の到達目標を、どの程度達成できましたか？ 

 ※回答必須 

1.とても達成できた 2.達成できた 3.どちらともいえない  

4.あまり達成できなかった 5.まったく達成できなかった 

 

 

Q１３．この授業はシラバスに記載してある 15回分の授業計画どおりに展開されていましたか？  

※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

 

Q１４．この授業を 5点満点で評価した点数を下記から選んでください。 ※回答必須 

1.5点 2.4点 3.3点 4.2点 5.1点 

 

Q１５．この授業の良かった点（遠隔授業を行った場合は、遠隔授業の良かった点を含む）を記載してく

ださい。 ※自由回答 

 

Q１６． この授業で改善してほしい点（遠隔授業を行った場合は、遠隔授業の改善点を含む）があれば

記載してください。 ※自由回答 
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対象講義 回答情報
全体 履修者数 7365

回答者数 4103
回答率 55.71%

Q1.この授業を履修するにあたり、シラバスを事前に読みましたか？※回答必須
平均 3.63ポイント

Q2.この授業を履修した理由を下記から選んでください。※回答必須
平均 3.53ポイント

Q3.あなたは毎週平均どれくらいこの授業の予習・復習をしましたか？※回答必須
平均 2.35ポイント

Q4.この授業の欠席回数は何回ですか？※回答必須
平均 4.59ポイント

2021年度　前学期　学生による授業評価アンケート

16.09% 53.74% 13.04% 11.09%

6.04%

しっかり読んだ

読んだ

どちらともいえない

あまり読まなかった

まったく読まなかった

33.98% 31.10%

4.14%

15.53% 15.26%

シラバスの内容で判断（到達

目標・内容・評価等）

科目名で判断

担当教員で判断

時間割の都合で判断

その他

5.02%

8.48%

24.06% 41.82% 20.62%

2時間以上

1時間30分程度

1時間程度

30分程度

0時間

66.44% 26.81% 6.12%

0.51%

0.12% 欠席なし

1～2回欠席

3～4回欠席

5～6回欠席

7回以上欠席
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Q5.この授業に対して意欲的に取り組みましたか？※回答必須
平均 3.90ポイント

Q6.教員の話し方や説明方法は、分かりやすかったですか？※回答必須
平均 3.91ポイント

Q7.授業に対して興味・関心が持てるように工夫されていましたか？※回答必須
平均 3.95ポイント

Q8.プリントなどの教材が見やすく分かりやすかったですか？※回答必須
平均 3.93ポイント

22.67% 53.52% 16.45% 6.29%

1.07%

強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

27.59% 47.33% 15.87% 6.75%

2.46%

強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

28.42% 47.50% 16.91% 5.34%

1.83%

強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

28.54% 45.92% 17.82% 5.90%

1.83% 強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない
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Q9.学生の質問に対して教員は適切に対応しましたか？※回答必須
平均 4.13ポイント

Q10.教員の熱意や意欲が感じられましたか？※回答必須
平均 4.20ポイント

Q11.シラバスに記載してあるこの科目の到達目標は、授業内で担当教員より明確に
　　　説明されていましたか？※回答必須

平均 3.90ポイント

Q12.あなたは、シラバスに記載してあるこの科目の到達目標を、どの程度達成
　　　できましたか？※回答必須

平均 3.60ポイント

35.90% 45.70% 14.75%

2.66%

1.00%
強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

39.82% 44.16% 12.99%

2.24%

0.78% 強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

22.15% 50.11% 24.27%

2.63%

0.83%
強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

11.33% 45.38% 35.73% 6.63%

0.93%

とても達成できた

達成できた

どちらともいえない

あまり達成できなかった

まったく達成できなかった
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Q13.この授業はシラバスに記載してある15回分の授業計画どおりに展開されていましたか？
　　　※回答必須

平均 4.02ポイント

Q14.この授業を5点満点で評価した点数を下記から選んでください。※回答必須
平均 3.85ポイント

Q15.この授業の良かった点（遠隔授業を行った場合は、遠隔授業の良かった点を含む）
　　　を記載してください。※自由回答

Q16.この授業で改善して欲しい点（遠隔授業を行った場合は、遠隔授業の良かった点
　　　を含む）があれば記載してください。※自由回答

27.03% 51.45% 18.89%

2.10%

0.54% 強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

27.07% 45.22% 21.90%

4.17%

1.64% 5点

4点

3点

2点

1点
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2021年度後学期 学生による授業評価アンケート 

 

Q１．この授業を履修するにあたり、シラバスを事前に読みましたか？ ※回答必須 

   1.しっかり読んだ 2.読んだ 3.どちらともいえない 4.あまり読まなかった 

   5.まったく読まなかった 

 

Q２．この授業を履修した理由を下記から選んでください。※回答必須  

1.シラバスの内容で判断（到達目標・内容・評価等）2.科目名で判断 3.担当教員で判断  

4.時間割の都合で判断 5.その他 

 

Q３．あなたは毎週平均どれくらいこの授業の予習・復習をしましたか？ ※回答必須 

1.2時間以上 2.1時間 30分程度 3.1時間程度 4.30分程度  

5.0時間 

 

Q４．この授業の欠席回数は何回ですか？ ※回答必須 

1.欠席なし 2.1～2回欠席 3.3～4回欠席 4.5～6回欠席  

5.7回以上欠席 

 

Q５．この授業に対して意欲的に取り組みましたか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

Q６．教員の話し方や説明方法は、分かりやすかったですか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

Q７．授業に対して興味・関心が持てるように工夫されていましたか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

Q８．プリントなどの教材が見やすく分かりやすかったですか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

Q９．学生の質問に対して教員は適切に対応しましたか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 
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Q１０．教員の熱意や意欲が感じられましたか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

 

Q１１．シラバスに記載してあるこの科目の到達目標は、授業内で担当教員より明確に説明されていま

したか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

 

Q１２．あなたは、シラバスに記載してあるこの科目の到達目標を、どの程度達成できましたか？ 

 ※回答必須 

1.とても達成できた 2.達成できた 3.どちらともいえない  

4.あまり達成できなかった 5.まったく達成できなかった 

 

 

Q１３．この授業はシラバスに記載してある 15回分の授業計画どおりに展開されていましたか？  

※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

 

Q１４．この授業を 5点満点で評価した点数を下記から選んでください。 ※回答必須 

1.5点 2.4点 3.3点 4.2点 5.1点 

 

Q１５．この授業の良かった点（遠隔授業を行った場合は、遠隔授業の良かった点を含む）を記載してく

ださい。 ※自由回答 

 

Q１６． この授業で改善してほしい点（遠隔授業を行った場合は、遠隔授業の改善点を含む）があれば

記載してください。 ※自由回答 
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対象講義 回答情報
全体 履修者数 6364

回答者数 3417
回答率 53.69%

Q１．この授業を履修するにあたり、シラバスを事前に読みましたか？　※回答必須
平均 3.77ポイント

Q２．この授業を履修した理由を下記から選んでください。　※回答必須
平均 3.73ポイント

　

Q３．あなたは毎週平均どれくらいこの授業の予習・復習をしましたか？　※回答必須
平均 2.41ポイント

Q４．この授業の欠席回数は何回ですか？　※回答必須
平均 4.33ポイント

2021年度　後学期　学生による授業評価アンケート

19.75% 54.49% 13.29% 7.49%

4.98%
しっかり読んだ

読んだ

どちらともいえない

あまり読まなかった

まったく読まなかった

40.36% 27.98%

5.74%

16.39% 9.54%

シラバスの内容で判断（到達目標・内

容・評価等）

科目名で判断

担当教員で判断

時間割の都合で判断

その他

5.94%

9.10% 24.61% 40.91% 19.43%

2時間以上

1時間30分程度

1時間程度

30分程度

0分

47.94% 38.69% 11.85%

1.14%

0.38%
欠席なし

1～2回欠席

3～4回欠席

5～6回欠席

7回以上欠席
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Q５．この授業に対して意欲的に取り組みましたか？　※回答必須
平均 4.00ポイント

Q６．教員の話し方や説明方法は、分かりやすかったですか？　※回答必須
平均 4.06ポイント

Q７．授業に対して興味・関心が持てるように工夫されていましたか？　※回答必須
平均 4.06ポイント

Q８．プリントなどの教材が見やすく分かりやすかったですか？　※回答必須
平均 4.04ポイント

27.42% 52.24% 14.63%

4.54%

1.17%
強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

35.62% 43.52% 14.14%

4.92%

1.81%
強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

35.32% 43.66% 15.01%

4.18%

1.81% 強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

35.29% 42.20% 15.63%

4.83%

2.05%
強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない
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Q９．学生の質問に対して教員は適切に対応しましたか？　※回答必須
平均 4.19ポイント

Q10．教員の熱意や意欲が感じられましたか？　※回答必須
平均 4.26ポイント

平均 3.98ポイント

Q12．あなたは、シラバスに記載してあるこの科目の到達目標を、どの程度達成できましたか？
　　　 ※回答必須 平均3.76ポイント

Q11．シラバスに記載してあるこの科目の到達目標は、授業内で担当教員より明確に
　　　 説明されていましたか？　※回答必須

41.79% 40.21% 14.54%

2.19%

1.26%

強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

44.42% 40.85% 11.59%

2.19%

0.94%

強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

28.88% 45.77% 21.19%

2.75%

1.40%
強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

17.62% 47.70% 29.32%

4.13%

1.23%
とても達成できた

達成できた

どちらともいえない

あまり達成できなかった

全く達成できなかった

-大学の設置等の趣旨等を記載した書類（資料）-109-



平均 4.07ポイント

Q14．この授業を5点満点で評価した点数を下記から選んでください。　※回答必須
平均 4.01ポイント

Q16．この授業で改善してほしい点（遠隔授業を行った場合は、遠隔授業の改善点を含む）
　　　 があれば記載してください。

Q13．この授業はシラバスに記載してある15回分の授業計画どおりに展開されて
　　　 いましたか？ 　※回答必須

Q15．この授業の良かった点（遠隔授業を行った場合は、遠隔授業の良かった点を含む）
　　　 を記載してください。

32.46% 46.03% 18.17%

2.43%

0.91%
強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

34.12% 40.27% 20.02%

3.75%

1.84% 5点

4点

3点

2点

1点

-大学の設置等の趣旨等を記載した書類（資料）-110-



2022年度前学期 学生による授業評価アンケート 

 

Q１．この授業を履修するにあたり、シラバスを事前に読みましたか？ ※回答必須 

   1.しっかり読んだ 2.読んだ 3.どちらともいえない 4.あまり読まなかった 

   5.まったく読まなかった 

 

Q２．この授業を履修した理由を下記から選んでください。※回答必須  

1.シラバスの内容で判断（到達目標・内容・評価等）2.科目名で判断 3.担当教員で判断  

4.時間割の都合で判断 5.その他 

 

Q３．あなたは毎週平均どれくらいこの授業の予習・復習をしましたか？ ※回答必須 

1.2時間以上 2.1時間 30分程度 3.1時間程度 4.30分程度  

5.0時間 

 

Q４．この授業の欠席回数は何回ですか？ ※回答必須 

1.欠席なし 2.1～2回欠席 3.3～4回欠席 4.5～6回欠席  

5.7回以上欠席 

 

Q５．この授業に対して意欲的に取り組みましたか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

Q６．教員の話し方や説明方法は、分かりやすかったですか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

Q７．授業に対して興味・関心が持てるように工夫されていましたか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

Q８．プリントなどの教材が見やすく分かりやすかったですか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

Q９．学生の質問に対して教員は適切に対応しましたか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 
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Q１０．教員の熱意や意欲が感じられましたか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

 

Q１１．シラバスに記載してあるこの科目の到達目標は、授業内で担当教員より明確に説明されていま

したか？ ※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

 

Q１２．あなたは、シラバスに記載してあるこの科目の到達目標を、どの程度達成できましたか？ 

 ※回答必須 

1.とても達成できた 2.達成できた 3.どちらともいえない  

4.あまり達成できなかった 5.まったく達成できなかった 

 

 

Q１３．この授業はシラバスに記載してある 15回分の授業計画どおりに展開されていましたか？  

※回答必須 

1.強くそう思う 2.ややそう思う 3.どちらともいえない 4.あまりそう思わない  

5.全くそう思わない 

 

 

Q１４．この授業を 5点満点で評価した点数を下記から選んでください。 ※回答必須 

1.5点 2.4点 3.3点 4.2点 5.1点 

 

Q１５．この授業の良かった点を記載してください。 ※自由回答 

 

Q１６． この授業で改善してほしい点があれば記載してください。 ※自由回答 
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対象科目数 247
履修者数 8,474
回答者数 5,454
回答率 64.36%

Q１．この授業を履修するにあたり、シラバスを事前に読みましたか？　※回答必須
平均 3.71ポイント

Q２．この授業を履修した理由を下記から選んでください。　※回答必須
平均 3.52ポイント

　

Q３．あなたは毎週平均どれくらいこの授業の予習・復習をしましたか？　※回答必須
平均 2.18ポイント

2022年度　前学期　学生による授業評価アンケート結果

19.5% 54.5% 10.3% 9.0% 6.8%

しっかり読んだ

読んだ

どちらともいえない

あまり読まなかった

まったく読まなかった

36.5% 26.8% 5.0% 16.2% 15.6%

シラバスの内容で判断（到達目標・内容・

評価等）

科目名で判断

担当教員で判断

時間割の都合で判断

その他

3.8%7.3% 19.7% 41.6% 27.6%

2時間以上

1時間30分程度

1時間程度

30分程度

0分
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Q４．この授業の欠席回数は何回ですか？　※回答必須
平均 4.14ポイント

Q５．この授業に対して意欲的に取り組みましたか？　※回答必須
平均 3.94ポイント

Q６．教員の話し方や説明方法は、分かりやすかったですか？　※回答必須
平均 4.00ポイント

39.2% 38.8% 19.3% 2.3%0.5%

欠席なし

1～2回欠席

3～4回欠席

5～6回欠席

7回以上欠席

25.0% 52.8% 14.9% 6.1%1.2%

強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

32.5% 45.4% 13.7% 6.5%1.9%

強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない
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Q７．授業に対して興味・関心が持てるように工夫されていましたか？　※回答必須
平均 4.02ポイント

Q８．プリントなどの教材が見やすく分かりやすかったですか？　※回答必須
平均 4.00ポイント

Q９．学生の質問に対して教員は適切に対応しましたか？　※回答必須
平均 4.18ポイント

32.4% 45.2% 15.6% 5.5%1.3%

強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

31.6% 45.7% 15.6% 5.6%1.5%

強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

39.8% 42.6% 14.4% 2.4%0.7%

強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない
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Q10．教員の熱意や意欲が感じられましたか？　※回答必須
平均 4.28ポイント

平均 4.00ポイント

Q12．あなたは、シラバスに記載してあるこの科目の到達目標を、どの程度達成できましたか？
　　　 ※回答必須 平均3.73ポイント

Q11．シラバスに記載してあるこの科目の到達目標は、授業内で担当教員より明確に説明されていましたか？
     　※回答必須

45.3% 41.1% 10.9%2.0%0.7%

強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

27.3% 49.0% 20.4% 2.7%0.6%

強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

14.8% 50.5% 28.9% 4.9%0.9%

とても達成できた

達成できた

どちらともいえない

あまり達成できなかった

全く達成できなかった
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平均 4.10ポイント

Q14．この授業を5点満点で評価した点数を下記から選んでください。　※回答必須
平均 4.00ポイント

Q16．この授業で改善してほしい点（遠隔授業を行った場合は、遠隔授業の改善点を含む）があれば記載してください。
　　　 

Q13．この授業はシラバスに記載してある15回分の授業計画どおりに展開されていましたか？ 　※回答必須

Q15．この授業の良かった点（遠隔授業を行った場合は、遠隔授業の良かった点を含む）を記載してください。

32.3% 48.2% 16.8% 2.1%0.5%

強くそう思う

ややそう思う

どちらともいえない

あまりそう思わない

全くそう思わない

31.9% 42.4% 21.0% 3.8%1.0%

5点

4点

3点

2点

1点
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ＳＤ研修会一覧（令和 3年度） 

教職員対象 

【外部講師】2件 

実施日 テーマ 講師 参加者 

10月 27日 アカデミックハラスメント防止

研修 

株式会社フォーブレーン 

宇野顕二郎氏 

41人 

11月 24日 個人情報保護研修 株式会社インソース 

植田啓氏 

43人 

  

【学内】1件 

実施日 テーマ 講師 参加者 

4月～6月 研究倫理（授業又は動画研修） 松山教授 60人 

 

職員対象 

【職員 SD研修】2件 

実施日 テーマ 講師 参加者 

10月 19日 ① 公文書の書き方 

 

②議事録の作成方法について 

①山中総務・財務グルー

プグループマネージャー 

②竹元事務員 

21人 

11月 18日 Google活用法 大月事務員 19人 

 

  

資料３３ 
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ＳＤ研修会一覧（令和 4年度） 

教職員対象 

【外部講師】1件 

実施日 テーマ 講師 参加者 

8月 31日 発達障害と合理的配慮 星槎大学大学院教育学研

究科 教授 仁平義明氏 

44人 

9月 21日 ハラスメントのない大学つくり NPO 法人アカデミックハ

ラスメントをなくすネッ

トワーク 

代表理事 御輿久美子氏 

52人 

12月 7日 PROG報告会 株式会社リアセック 

根本康宏氏 

39人 

2月 1日 個人情報保護研修 株式会社エデュース 50人 

 

【学内】 1件 

実施日 テーマ 講師 参加者 

10月 26日 入試の今とこれから 畠中利治教授 52人 

 

職員対象 

【職員 SD研修】6件 

実施日 テーマ 講師 参加者 

4月 1日 新入職員研修 岸本事務局長 3人 

6月 28日 契約事務・支払について 原田事務員 25人 

9 月 5 日～

11日 

人事評価研修 ｅラーニング 12人 

10月 1日 新入職員研修 荻野総務・財務グループ

グループマネージャー 

3人 
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